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１ 社会的養育の体制整備の基本的考え方 

(1) 社会的養育の体制整備の基本的考え方 

2016年に児童福祉法等の一部を改正する法律（2016年法律第 63号。以下「2016年改

正児童福祉法」という。）が成立しました。この 2016年改正児童福祉法においては、1947

年（昭和 22年）の制定時から見直されてこなかった理念規定を改正し、こどもが権利の

主体であることを位置付けるという大きな視点の転換がされるとともに、こどもの家庭

養育優先原則が明記されました。 

地方公共団体においては、こどもが家庭において健やかに養育されるよう保護者を支

援することを原則とした上で、家庭における養育が困難又は適当でない場合には、パー

マネンシー保障となる特別養子縁組、普通養子縁組、代替養育のうち「家庭における養

育環境と同様の養育環境」である里親等への委託を進める（家庭養育優先原則）ことと

されました。そして、これらが適当でない場合には、「できる限り良好な家庭的環境」、

すなわち小規模かつ地域分散化された地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループ

ケアで養育されるよう、必要な措置を講ずることとされ、児童養護施設及び乳児院（以

下、「施設」という。）の小規模かつ地域分散化に向けた方向性が明確に示されました。 

また、これらを施策として展開するにあたっては、2016年改正児童福祉法第２条にお

いて、何よりもこどもの最善の利益を優先させなければならないとされました。 

その後、令和４年改正児童福祉法において、こどもに対する家庭及び養育環境の支援

を強化し、こどもの権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するための所要の措置を

講ずる内容の改正が行われました。また、「令和３年度社会保障審議会児童部会社会的養

育専門委員会」報告書においては、児童福祉法の改正に向けた制度見直しの内容が示さ

れるとともに、これに関連して、都道府県社会的養育推進計画について、資源の計画的

な整備方針のための計画とすべきことや、整備された資源による効果や課題について、

適切な指標を設けて都道府県に対して実態把握・分析を促していく必要性等が指摘され

ました。 

本県においても、2014年度に作成した「長崎県家庭的養護推進計画」から、こどもの

最善の利益を念頭に、こどもの家庭養育優先原則の実現に向けて、2019年度に策定した

「長崎県社会的養育推進計画」を見直し、新たに県内における資源の計画的な整備方針

や適切な指標を設定する「第２期 長崎県社会的養育推進計画」を定め、社会的養育の

体制整備を推進していきます。 

(2) 計画の位置づけ 

本計画は、改正児童福祉法等を受けて、既存の長崎県社会的養育推進計画を全面的に

見直し、新たに長崎県社会的養育推進計画を策定するものです。 

(3) 計画期間及び計画の進捗管理・見直し 

本計画の期間は、2025年度から 2029年度までです。また、毎年度、本計画の進捗状況

を検証するとともに、中間年及び期末を目安として、進捗状況の検証結果を踏まえ、

見直しについて検討を行います。  
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２ 当事者であるこどもの権利擁護の取組 

(1) 将来像 

措置されたこどもや一時保護されたこどもの権利擁護の観点から、当事者であるこど

もからの意見聴取や意見を汲み取る方策、こどもの権利を代弁する方策について整備し

ます。 

(2) 課題 

① 代替養育に関する措置とその変更時、入所及び委託後等の定期的な意見聴取 

・意見聴取等措置については、児童相談所において聞き取り様式を作成し、児童相談所

職員が丁寧な意見聴取を実施しており、すべてのこどもに対して漏れがなく実施して

いく必要があります。 

② こどもの意見を踏まえたこどもの権利擁護に関する仕組みの構築について  

・意見表明支援員が対応した意見表明支援に関して、不調となったケースについて令和

４年に福祉保健審議会の下部組織において、諮問できる体制としています。しかし、

養成した意見表明支援員が県域すべての措置児童の元へ定期的に訪問することが現

体制では難しいため、新たな体制構築を検討する必要があります。 

・一時保護施設における意見表明支援については、現在、未実施であるため、今後実施

に向けた環境整備を行う必要があります。 

・こどもの意見を踏まえて、事業の実施を行う必要があるため、定期的なアンケート等

を実施し、権利擁護に関する普及啓発を行い、意見を反映させていく必要があります。 

(3) 取組と指標 

① 代替養育に関する措置とその変更時、入所及び委託後の意見聴取について 

・措置やその変更の際のこどもへの説明及び意見聴取については今後も継続し、入所及

び委託後の定期的な全こどもに対する説明や意見聴取の体制を整備します。 

・国から示された「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」を踏まえた意見表明

支援を行うことができるように聞き取り表について、必要に応じて様式や実施方法を

改訂します。 

② こどもの意見を踏まえたこどもの権利擁護に関する仕組みの構築について 

・こどもへのアンケートを実施し、こどもの権利擁護に関する取り組み・体制について

の意見を汲み取った仕組みの構築を目指します。 

・こどもの声を受け止める体制やこどもの声を代弁する仕組みの構築については、国の

ガイドライン等を踏まえ、こどもの権利や意見表明の仕組みを確実にこどもへ周知す

る仕組みを整備します。 
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・意見表明支援事業について、社会的養護に関わる関係職員やこども自身に対して、

こどもの権利や権利擁護の仕組みについて、普及啓発や体制理解を図ることも非常に

重要であるため、定期的に研修を実施します。 

 

 整備目標・指標 2018年度 2024 年度 2029 年度 

１ 

措置児童等を対象としたこどもの権利擁護

に関する取組に係るこども本人の認知度

（知っているか）、利用度（利用したことが

あるか、利用しやすいか）、満足度（利用し

てどうだったか） 

― 

アンケートにて「取り

組みを知っている」と

回答した割合９．４％ 

アンケートにて「取り

組みを知っている」と

回答した割合５０％ 

２ 
措置児童等を対象としたこどもの権利に関

する理解度 
― 

アンケートにて「子ど

もの権利について知

っていた」と回答した

割合７０．５％ 

アンケートにて「子ど

もの権利について知

っていた」と回答した

割合８０％ 

３ 
措置児童等を対象とした意見表明に係る満

足度 
― 

アンケートにて「意見

表明支援員にまた来

てほしい」と回答した

割合４０％ 

アンケートにて「意見

表明支援員にまた来

てほしい」と回答した

割合６０％ 

社会的養護に関わる関係職員（児童相談所、一時保護施設、里親・ファミリーホーム、

施設、里親支援センター、児童家庭支援センター、意見表明等支援事業の委託先団体等

の職員）へこどもの権利や権利擁護手段に関する研修について 

４ 啓発プログラム等の実施回数 ― ０回 年６回 

５ 受講者 ― ０人 年６０人 

こども自身に対するこどもの権利や権利擁護手段に関する取り組みについて 

６ 研修や啓発プログラム等の実施回数 ― ０回 年４回 

７ 受講者等数 ― ０人 年６５人(延べ) 
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３ 市町のこども家庭支援体制の構築等に向けた長崎県の取組 

(1) 将来像 

「家庭養育優先原則」を実現するため、まずは、こどもが家庭において健やかに養育

されるよう、保護者を支援することが必要です。 

市町においては、こども家庭センターによる相談支援を通じて、子育て家庭等に対し

て家庭支援事業など必要な支援メニューを提供することにより、虐待等に至る前の予防

的支援や、親子関係再構築に向けた支援を効果的に実施することが求められており、2026

年度までに全市町でこども家庭センターが設置されるよう支援を行います。 

また、児童家庭支援センターについては、児童相談所や市町と連携をさらに強化する

ことが求められています。 

(2) 課題 

① 市町の相談支援体制 

ア こども家庭センターの設置 

・こども家庭センター設置のためには、人材や予算の確保、職員のスキルアップ、

支援プランの作成等が必要です。 

・2024年４月末時点で、設置済は 10市３町という状況です。 

イ 市町の子育て支援メニューの充実 

・子育て短期支援事業について、離島部において、ニーズはあるが実施可能な施設等

がなく事業を実施できていない地域があります。 

・2024年９月時点で、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠

点事業は全市町が実施しています。一方、その他の事業は、地域によって未実施の

事業がある状況です（一時預かり事業は２町、子育て短期支援事業のうちショート

ステイ事業は３市２町・トワイライトステイ事業は４市２町、子育て援助活動支援

事業（ファミリーサポートセンター事業）は５市５町、利用者支援事業は６市６町

が未実施）。 

ウ 母子生活支援施設の活用 

・入所者は年々減少しているが、ＤＶ等で一時的に住宅確保の困難な母子や養育能力

の不安定な母等にとって、必要な児童福祉施設であるとともに、生活の場としてだ

けではなく、子育て短期支援事業などの事業を行うことにより、地域で暮らす子育

て家庭も利用できる施設の在り方についても検討が必要です。 

② 児童家庭支援センターの機能強化及び設置促進 

・児童家庭支援センターは、児童虐待対応件数が増加する中で、児童相談所の補完的な

役割や、地域のこども、家庭の福祉の向上を図ることを目的として、地域および家庭

からの相談や里親支援を担っており、各地域における設置が必要です。 
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・2023年度末時点で、県内に児童家庭支援センターは３か所設置されており、さらに、

2024 年度に１か所建設されましたが、職員確保の課題により開設ができていない

状況です。 

(3) 取組と指標 

市町が策定する子ども・子育て支援事業計画を踏まえ、下記の取組を実施します。 

① 市町の相談支援体制 

ア こども家庭センターの設置 

・国の財政支援策の適切な活用等について助言します。 

・連絡調整会議の開催や職員への研修を実施します。児童福祉司任用前研修等を実施

し、市町職員の積極的参加を働きかける等、市町職員の人材育成を支援します。 

イ 市町の子育て支援メニューの充実 

・国の財政支援策の適切な活用等について助言します。 

・在宅家庭を支援する多機能化された施設や希望する養育里親と市町が情報共有する場

を設定し、子育て支援メニューの拡充（子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点

事業、親子関係形成支援事業、子育て短期支援事業、産前・産後母子支援事業、養育

支援訪問事業等）を支援します。 

ウ 母子生活支援施設の活用 

・特定妊婦含め、親子分離する前の支援として、不適切な養育や虐待の発生及び再発

防止のために、市町と連携して母子生活支援施設の活用を検討します。 

・市町や施設を対象とした研修を活用し、母子生活支援施設職員への研修を実施する

等、多機能化に向けた支援を行います。 

② 児童家庭支援センターについて 

・児童家庭支援センターと児童相談所及び市町が情報共有する場を設定する等、各地域

の在宅支援の強化を支援します。 

・2029年度までに、県内に４か所の設置を目指します。 

※県央児童家庭支援センター（ラポールセンター）、みなみやまてこども家庭支援

センターびぃどろ、児童家庭支援センターひだまり）設置済み。 

 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

１ こども家庭センターの設置数 ― １４市町 ２１市町 

２ 子育て世代包括支援センターの設置数 ４市町 ２１市町 ２１市町 

３ 子ども家庭総合支援拠点の設置数 ４市町 ２０市町 ２１市町 
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４ 
子育て短期支援事業を委託できる社会資源

が確保されている市町数 
― １９市町 ２１市町 

５ 児童家庭支援センターの設置数 １か所 
３か所 

(既に４か所建設は済) 
４か所 

６ 
児童相談所からの在宅指導措置委託件数と

割合 
― 

２６件 

１００％ 

（R5 在宅指導委託全
件数に占める児童家庭
支援センターへの指導
委託件数の割合） 

１００％ 
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４ 支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組 

(1) 将来像 

出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦そ

の他これに類する者及びその者の監護すべきこども（以下「特定妊婦等」いう。）の支援

のための体制の構築を行います。 

(2) 課題 

① 妊産婦等生活援助事業の整備について 

・生活に困難を抱える特定妊婦等に一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係

る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う妊産婦等生活援助事業が令和４

年改正児童福祉法において、法律上に位置付けられたことから、本県においても事業

を実施する必要があります。 

・設置後は、確実に支援を届けることができるように、体制整備や支援を必要とする

特定妊婦等への利用勧奨等を行う必要があります。 

② 市区町村等との連携等について 

・特定妊婦等に対する支援については、支援対象者の把握や地域生活を支援する観点か

ら、都道府県の母子保健担当部局や市区町村との連携が不可欠であるため、市町をは

じめとした管内の関係機関と、広域的な地域資源についての情報共有や支援のつなぎ

のための関係づくり等を行う必要があります。加えて、要保護児童対策地域協議会等

との連携体制を構築する必要があります。 

・市町は、改正児童福祉法等により、妊産婦等生活援助事業による支援を必要とする

特定妊婦等を把握した市町や福祉事務所について、同事業を実施する都道府県知事等

への報告又は通知が義務付けられたことを踏まえ、こども家庭センターや要保護児童

対策地域協議会を通じて把握した特定妊婦等について、妊産婦等生活援助事業による

支援が必要と認められる場合は、速やかに報告等を行うとともに、当該特定妊婦等の

自立に向けて積極的に支援していく体制づくりが必要です。また、その際、家庭支援

事業の活用も含めて検討を行う必要があります。 

・支援を必要とする特定妊婦等への支援を担う人材育成の観点から、児童福祉及び母子

保健担当部局等の関係機関の職員等への研修について積極的に実施を検討する必要

があります。 

(3) 取組と指標 

① 妊産婦等生活援助事業の整備について 

・妊産婦等生活援助事業を実施する必要があるため、乳児院等の活用を検討し、事業所

を設置に向けて検討します。また、事業所を設置した後は利用促進に向けた広報啓発

を行います。 
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② 市区町村等との連携等について 

・特定妊婦等に対する支援について、支援対象者の把握が必要であることから、市町と

連携を行い、要保護児童対策地域協議会等との連携体制を構築します。  

・こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会を通じて把握した特定妊婦等につ

いて、妊産婦等生活援助事業による支援が必要と認められる場合は、速やかに県へ報

告等を行うとともに、当該特定妊婦等の自立に向けて積極的に支援していくために、

事業所と会議等を行うことや、家庭支援事業の活用も含めて協議を行う支援体制を構

築します。 

・特定妊婦等への支援を担う人材を育成するために、関係機関職員について研修受講が

できる体制づくりを行います。 

 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

１ 
特定妊婦等への支援に関係する職員等

に対する研修を受講した市町数 
― ０市町 21 市町 

２ 妊産婦等生活援助事業の実施事業所数  ― 0 施設 １施設 
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５ 各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み 

長崎県社会的養育推進計画（2020年３月策定）で推計した各年度における代替養育を必

要とするこども数の見込みについて、近年の人口推計や代替養育が必要なこども数の人口

に占める割合等を踏まえて、時点修正を行います。 

(1) こどもの人口推計 

こどもの人口推移を見ると、下のグラフにあるとおり、本県の 18 歳未満人口推移を推

計したところ、2000 年度の約 30 万人から 2022 年度には約 19 万人（2000 年度比約 37%

減）、さらには、2030年度には約 16万人にまで減少（2000年度比約 49％減）することが

予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）国立社会保障・人口問題研究所の「将来の地域別男女５歳階級別人口（各年 10月１日時点の推計

人口：2020年は国勢調査による実績値）」で、2018年に公表されている、2020、2025、2030年に
おける全人口及び、15 歳未満人口、20 歳未満人口を引用しながら、各年度の人口推移及び 18 歳
未満人口の推移について、独自に推計したもの。 

(2) 近年の代替養育が必要なこどもの状況 

① 現在、代替養育が必要なこども数の割合 

本県の 18 歳未満人口１万人あたりの措置されたこどもの数を見ると、下のグラフの

とおり、2000年度の約 19.6人から 2022年度には約 23.9人と増加しています。その後

は、若干の増減はありますが、横ばいの結果となっています。 
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注）上記グラフは、施設、里親・ファミリーホームに入所（委託）措置されているこども数の 18歳未満
人口１万人あたりの子どもの数。措置児童数は、各年度において、各月初日で、施設等種別ごと
に最も多く在籍している数（最大値）をとっています。 

② 当該年度中に施設、里親・ファミリーホームに入所したこども数の状況 

施設、里親・ファミリーホームに、入所したこども数については、下のグラフのとお

り、2012年度に比べて 2018年度は約 1.2倍となっていましたが、その後は年度によっ

てばらつきがあり、100件から 150件前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 児童相談所における養護相談対応件数の状況 

養護相談対応件数については、下のグラフのとおり、2012年度に比べて 2022年度は

約 2.7倍となっています。 
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④ 一時保護（委託含む）のこどもの状況について 

一時保護（児童養護施設等への一時保護委託含む）をしたこども数については、下の

グラフのとおり、2012年度に比べて 2022年度は約 3.7倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 代替養育を必要とするこども数の推計 

「(1) こどもの人口推計」のとおり、本県の 18 歳未満人口は年々減少しています

が、「(2) 近年の代替養育が必要なこどもの状況」の①から④にあるとおり、代替養育

（一時保護含む）を必要とするこどもは年々増加している状況です。 

したがって、今後も、代替養育を必要とするこども数が、こどもの人口減少に伴って

必ずしも減少するとはいえず、これまでと同様に、児童相談所における各種相談の対応

状況等を考慮して代替養育を必要とするこども数を見込む必要があり、その結果は、

下表のとおりです。 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 長崎県人口 
うち、18 歳 
未満人口 

代替養育を必要とす
るこども数（見込） 

2023※実績 1,266,334 188,465 413 

2024 1,250,478 183,681 411 

2025 1,230,160 178,402 407 

2026 1,215,853 174,238 405 

2027 1,201,712 170,172 403 

2028 1,187,735 166,202 401 

2029 1,173,921 162,325 399 
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【参考】代替養育を必要とするこども数の推計方法 

(1) 1989年度から 2023年度までの各年度における 18歳未満人口あたりの措置

（施設・里親・ファミリーホーム）されているこども数の割合（各年度におけ

る措置率）を計算。 

※措置児童数は、各年度末数（福祉行政報告例）の実績である。 

各年度における措置（施設・里親・ファミリーホーム）児童数 
──────────────────────────────＝措置率 
       各年度における 18歳未満人口 

(2) 1989年度から 2023年度までの各年度における措置率の推移について、その

傾き（増加・減少率）を算出。 

   傾き＝ Σx y/Σx^2 ＝Σ（年度）×（措置率）／Σ（年度）^2 乗 ＝0.383 

(3) 2023年度以降の各年度における措置率について、(1)(2)に基づき推計。 

(4) 2023年度以降の各年度の 18歳未満人口（見込）に、(3)を乗じて、今後の各年

度における代替養育を必要とするこども数を推計。 

 

 

なお、代替養育を必要とするこども数を年齢区分別（３歳未満、３歳以上の就学前、

学童期以降）に推計すると、下表のとおりです。 

（単位：人 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】代替養育を必要とするこども数の年齢区分別推計方法 

2023年度以降の各年度における代替養育を必要とするこども数（見込）に、2022

年度の年齢構成比を乗じて算出。 

  

年度 3 歳未満 
3 歳以上 
～就学前 

学童期以降 計 

2023※実績 36 63 314 413 

2024 27 57 327 411 

2025 27 57 323 407 

2026 27 56 322 405 

2027 27 56 320 403 

2028 26 56 319 401 

2029 26 56 317 399 
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６ 里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組 

(1) フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築 

① 将来像 

里親家庭においては、こどもの成長や発達にとって、特定の大人との愛着関係の下で

養育されることにより自己肯定感を育むことや基本的信頼感を獲得すること、家族それ

ぞれのライフサイクルにおけるありようを学び、将来の家庭生活を築く上でのモデルと

すること等が期待できます。 

里親制度は「こどものための制度である」との共通認識の下、個々のニーズや生い立

ちに応じたケアを提供することが必要になるため、こどもについての情報を十分に得な

がら、親からの虐待による影響や心身の発達などに配慮し、社会資源を十分活用して養

育を行うとともに、こどもの利益に反しない限り、実親や祖父母、きょうだい等の親族

等との交流や関係構築が行われるようにしなければなりません。 

今後、市町の家庭支援事業等を通じた予防的支援により、家庭維持のための最大限の

努力を行うとともに、代替養育を必要とするこども達に対しては、「家庭養育優先原則」

を実現するために、新たなフォスタリング体制を構築し、里親登録数・ファミリーホー

ム数の増加や質の高い養育環境を実現します。そのために、里親のリクルートから里親

等委託措置の解除後における支援に至るまでの一貫した里親等支援が効果的に実施さ

れる里親支援センターの設置について検討を行います。 

② 課題 

ア フォスタリング業務の実施体制 

・里親個人が責任と負担を一身に負うことなく、こどもに対して重層的なケアを提供

するためには、里親、フォスタリング機関、児童相談所、市町、施設、保育所、教

育機関、医療機関等がチームを組みながら里親養育を行うこと（以下「チーム養育」

という。）が必要です。 

・2019 年度において、児童相談所と、里親支援機関Ａ型の長崎県里親育成センター

「すくすく」（2016年度から社会福祉法人光と緑の園に、里親制度等普及促進事業

及び里親研修・トレーニング事業を委託）、里親支援機関Ｂ型の県央児童家庭支援

センター（ラポールセンター）、みなみやまてこども家庭支援センターびぃどろ、

児童家庭支援センターひだまり、長崎県里親会、施設の里親支援専門相談員または

家庭支援専門相談員と連携し、里親支援を実施しています。 

・今後、里親・ファミリーホームとフォスタリング機関がチーム養育を効果的に実施

するためには、フォスタリング機関と里親・ファミリーホームの相互理解は不可欠

であり、そのためにリクルート及びアセスメント、研修、マッチング、里親養育へ

の支援（未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む）に至るまでの一連の過程

を切れ目なく一貫した体制で行う中で、互いの特性について理解を深める必要があ

ります。このことから、里親支援センターの設置を検討します。 
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イ 里親制度等普及促進・里親リクルート  

・2024年４月時点で、里親（縁組および親族里親は除く）登録者がいない市町がある

ため、県内全市町に里親を確保することが必要です。 

・代替養育が必要となった場合、学習権の保障及び学校生活の連続性を保障するため

や、こどもの意向に沿った委託が可能となるなど様々な選択ができるよう、里親の

リクルートについては、中学校区単位での里親登録を目標とします。 

ウ 里親・ファミリーホームの専門性の向上 

・2023年度に、施設に新規入所措置となったこどものうち、里親委託としなかった理

由が、こどもの情緒行動上の問題であったこどもが 39.7％（ファミリーホームの場

合も 41.8％）、また、委託措置後の里親・ファミリーホーム養育の支援計画と異な

る措置変更または解除の割合が新規で里親・ファミリーホーム委託したこどもの

27.6％（2015年～2017年平均）となっています。 

・施設ケアにより情緒行動上の問題が緩和したこどもについては、こどもの意向や状

況に応じて里親・ファミリーホームが受け皿として対応する、または、里親・ファ

ミリーホーム養育の支援計画と異なる措置変更・解除を防ぐためには、専門里親の

さらなる育成及び里親・ファミリーホームの養育力の向上、並びに次に記載する「エ 

里親・ファミリーホームの支援体制の整備」が必要です。 

エ 里親・ファミリーホームの支援体制の整備 

・施設ケアにより情緒行動上の問題が緩和したこどもについてはこどもの意向や状

況に応じて里親・ファミリーホームが受け皿として対応する、または、里親・ファ

ミリーホーム養育の支援計画と異なる措置変更・解除を防ぐためには、県内全域に

おける里親・ファミリーホーム支援（相談支援、レスパイトケアの利用）体制の整

備が必要です。 

オ 保護者への対応 

・2023年度に、施設に新規入所措置となったこどものうち、里親委託としなかった理

由が、保護者の不同意が 13.7％（ファミリーホーム委託の場合は 14.4％）、里親に

対し不当な要求を行うなど対応困難な保護者が 6.8％（ファミリーホーム委託の場

合は 6.8％）であり、保護者側の理由で里親・ファミリーホーム委託が難しいこど

もが存在しています。保護者に対して、里親・ファミリーホームを正しく理解して

もらう説明や組織として対応できる体制整備が必要です。 

・施設入所措置とした場合、家庭復帰が困難で施設入所が長期化する事例があるため、

計画的な家庭復帰支援及び家庭復帰が困難な場合の里親委託や養子縁組支援への

移行が必要です。 
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③ 取組と指標 

ア フォスタリング業務の実施体制 

・里親・ファミリーホームのリクルート及びアセスメント、研修、マッチング、里親

養育への支援（未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む）に至るまでの一連

の過程を、切れ目なく一貫した体制で支援できる里親支援センター（民間フォスタ

リング機関）を設置することを検討します。 

・施設、児童家庭支援センター、里親会などの里親支援機関に加え、市町、学校、保

育所、幼稚園及び認定こども園、医療機関についても、支援者として位置づけ里親

養育を理解し支援する体制を整備します。そのために、里親委託の際は要保護児童

対策地域協議会の活用を検討します。 

・里親等の業務に関して、一連の過程を切れ目なく一貫した体制で行う必要があるこ

とから、現在、業務委託を行っている里親育成センター「すくすく」やその他の民

間団体と協議を行い、里親支援センターの設置について検討します。 

イ 里親・ファミリーホームのリクルート 

・テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、広報誌等での広報啓発や、県内全市町における出前

講座の実施を充実します。 

・現在行っている主任児童指導員や民生委員へのターゲットを絞ったリクルートに

関して、課題等を整理し、先進自治体の取り組みを踏まえ、より実効性のあるリク

ルートを実施します。 

・中学校区単位で里親登録がいない地域に対しては、個別に市町にリクルートを呼び

掛けるなどすることで、全中学校区での里親の配置を目指します。 

ウ 里親・ファミリーホームの専門性の向上 

・専門里親の要件を満たす養育里親へ専門里親研修の受講を促します。 

・里親の養育力向上を図る各種研修を充実します。 

・里親へのショートステイの実施や一時保護委託を行いたい里親を把握し、積極的に

委託を行い、専門性の向上を目指します。 

エ 里親・ファミリーホーム支援体制の整備 

・里親・ファミリーホーム支援の充実強化策として、現時点で配置されている里親支

援専門相談員の配置を継続します。また、現在行っている児童相談所と県こども家

庭課と里親支援専門相談員との会議を継続的に行い、連携を強化します。 

・児童相談所において、里親養育支援児童福祉司の配置を継続します。 

・里親支援における家庭支援専門相談員、児童家庭支援センターの活用について児童

養護施設や市町へ周知を継続的に行います。 

・里親相互交流の場としての里親サロン開催について継続的に支援します。（里親の

相互支援、里親間のレスパイトケアの促進） 
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・里親や養子縁組家庭が地域の社会資源の活用等を円滑にできるよう、市町との連携

をさらに強化します。 

・里親支援機関がない地域での支援体制整備について検討します。 

・里親支援専門相談員をはじめとする里親支援に携わる支援者の研修を実施し、里親

支援のスキルアップを図ります。 

オ 保護者への対応 

・養育里親および専門里親、ファミリーホームによる養育については、養育の目的が、

家族再統合やこどもの自立支援であること、フォスタリング機関とチームで養育に

当たることを、児童相談所において、明確に保護者に説明するための資料を児童相

談所と連携し、作成いたします。 

・児童相談所は、こどもと保護者に対し、面会交流について、頻度、場所、内容及び

交流方法を明確に示すとともに、フォスタリング機関、里親、実親及びこども本人

の間で共有します。 

・里親・ファミリーホームに対し不当な要求を行うなど対応困難な保護者に対して、

児童相談所及び里親支援機関が対応する体制構築について定期的に見直しを行い

ます。 

・施設入所措置とした場合、児童相談所と、施設に配置されている家庭支援専門相談

員や里親支援専門相談員および市町が連携し、早期の家庭復帰に向けた支援と、家

庭復帰が困難な場合の里親委託や養子縁組支援を実施します。 

・児童相談所において、里親養育支援児童福祉司の配置を継続するとともに、施設入

所後の家庭移行支援および里親委託支援の実施体制を強化します。 

(2) 里親やファミリーホームへの委託こども数の見込み 

① 入所・委託措置の現状について 

・2023年度に、新規に施設入所措置としたこどもは 104名、新規に里親・ファミリー

ホーム委託措置としたこどもは９名です。 

② 里親・ファミリーホーム委託としなかった理由について 

・2023年度に、新規に施設入所措置としたこども 104名を対象に、「里親・ファミリー

ホームに委託としなかった理由」を児童相談所に調査した結果、次頁のグラフのとお

りとなりました。 
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③ 新たな取組により当初措置で里親・ファミリーホームに委託可能となるこども数の見

込み 

・「aこどもの情緒行動上の問題で施設でのケアが必要なこども」が里親は 39.7%、ファ

ミリーホームは 41.8％「b里親・ファミリーホーム委託に対して明確に反対したこど

も」が里親は 14.4%、ファミリーホームは 11.0％、「c里親・ファミリーホーム委託の

支援計画と異なる措置解除等のため施設ケアが適当だったこども」が里親は 2.1%、



- 19 - 

ファミリーホームは０％です。これらのこどもについては、医療的ケアの必要性や行

動の問題等の理由から、里親等での養育が困難なこどもや、年長で「家庭」に対する

拒否感が強いこどもである等が考えられることから、当面は施設における養育が必要

です。 

・「d 適当な専門里親がいないこども」「d こどもに情緒行動上の問題があるが、ファミ

リーホームであれば委託可能であったが、適当なファミリーホームがなかった」が 

0.7%であり、今後専門里親またはファミリーホームの確保が必要です。 

・「e 保護者が里親・ファミリーホーム委託に明確に反対したこども」が里親は 13.7%、

ファミリーホームは 14.4％、「f 里親に対し不当な要求を行うなど対応が難しい保護

者」がどちらともに 6.8%です。これらのこどものうち、今後、保護者への説明の工夫

および保護者への組織的な対応ができる体制を整備することにより、当初から里親・

ファミリーホーム委託が可能となるこどもがいると考えられます。 

・「g 養育里親またはファミリーホームへの委託が可能であったが、適当な里親または

ファミリーホームがなかった」が里親は 6.8%、ファミリーホームは 8.9％でした。こ

れらのこどものうち、今後、里親またはファミリーホーム確保の取組をすることによ

り、当初から里親またはファミリーホーム委託が可能となるこどもがいると考えられ

ます。 

・「hその他」の理由で里親・ファミリーホーム委託としなかったこどもが里親が 15.8%、

ファミリーホームは 16.4％で、詳細の理由については、きょうだいで同一の里親・

ファミリーホームへの委託が困難であったこどもや、他のきょうだいが施設入所を必

要としたため同一の施設に入所したこども等であり、当面は施設における養育が必要

です。 

・上記のとおり、新たな取組（保護者への説明の工夫および保護者への組織的な対応が

できる体制整備等）により、現在施設入所措置としているこどもが当初措置から里親・

ファミリーホームに委託することができます。 

④ 新たな取組により施設入所後に家庭養育に移行できるこどもの数の見込みについて 

・当初措置で施設に入所していたこどもについて、児童相談所と施設（家庭支援専門相

談員、里親支援専門相談員）との連携強化、保護者を含めた家庭復帰に向けた取組や

家庭復帰が困難な場合の里親移行への取組、児童相談所の体制強化等により、家庭養

育に移行できるこどもがいます。 

 

※③については、実際に里親に委託できるかを、2023年度に、新規に施設入所措置とし

たこども 104 名について個別に分析して推計し、また、④については、当初は、施設

に措置したこどもについて、その後、どれだけ里親・ファミリーホームに委託できる

かを、先進自治体における取組と実績データをもとに推計することにより、次頁のと

おり、里親・ファミリーホームへの委託こども数の見込みを算出しました。 
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代替養育を必要とするこども数の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2018年から 2023年までは年度末数（福祉行政報告例）の数値である。 

※端数処理の関係で割合が実際値と一致しない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

451 452 438 427 404 413 411 407 405 403 401 399

　３歳未満 29 28 26 29 22 36 27 27 27 27 26 26

　３歳以上～就学前 41 54 59 67 54 63 57 57 56 56 56 56

　学童期以降 383 370 353 331 328 314 327 323 322 320 319 317

78 78 69 81 89 80 96 111 127 142 158 173

17.3% 17.3% 15.8% 19.0% 22.0% 19.4% 23.2% 27.3% 31.2% 35.2% 39.3% 43.2%

　３歳未満 9 9 4 8 8 10 12 13 15 16 18 19

　里親・ファミリーホーム

　委託率
30.7% 32.1% 15.4% 27.6% 36.4% 27.8% 42.3% 48.3% 54.2% 60.1% 66.0% 75.0%

　３歳以上～就学前 6 9 9 8 15 13 16 18 21 23 26 28

　里親・ファミリーホーム

　委託率
13.5% 16.7% 15.3% 11.9% 27.8% 20.6% 27.1% 31.8% 36.4% 41.0% 45.7% 50.9%

　学童期以降 65 60 56 65 66 57 69 80 92 103 115 126

　里親・ファミリーホーム

　委託率
18.0% 16.2% 15.9% 19.6% 20.1% 18.2% 21.0% 24.7% 28.4% 32.2% 35.9% 40.3%

373 374 369 346 315 333 316 296 279 261 244 226

81.7% 82.7% 84.2% 81.0% 78.0% 80.6% 70.1% 66.0% 62.7% 60.1% 58.1% 56.8%

　３歳未満 20 19 22 21 14 26 16 14 12 11 9 7

　３歳以上～就学前 35 45 50 59 39 50 42 39 36 33 30 28

　学童期以降 318 310 297 266 262 257 258 243 230 217 204 191

施設入所数

施設入所率

代替養育必要児童総数

里親・ファミリーホーム委託数

里親・ファミリーホーム委託率
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※１ 実績値は、年度末数（福祉行政報告例）の数値である。 

※２ 委託里親数（2019年３月 31日時点）50世帯、委託こども数 61人 
   うち２人以上同じ里親に委託されているこども数 61人－50世帯＝11人(18.0％) 
   2024年度に２人以上同じ里親に委託されるこども数（推計）70人(2024年度)×18.0％≒13人 
   必要な委託里親数 70人－13人＝57世帯（2029年度も同様に算出して 103世帯） 

※３ 本県は 2019年３月 31日時点で、里親登録数 158世帯、委託里親数 50世帯(31.6％)となって
おり、2029年度に里親登録数の４割に委託することを目標として推計。 
（参考） 
全国（2018年３月末時点）：里親登録数 11,730世帯のうち委託里親数は 4,245世帯(36.2％) 

※４ ファミリーホームの現員を５人とすると、ファミリーホーム委託こども数 47人（2029年度）
の場合、47人÷５人（1カ所当たりの委託数）≒９か所必要 

2018年度 2024年度 2029年度

80人＊ 96人 173人

17.7%＊ 23.2% 43.2%

61人＊ 70人 126人

委託率 13.5%＊ 17.0% 31.6%

３歳未満 9人＊ 9人 17人

委託率 2.0%＊ 2.3% 4.3%

３歳以上就学前 6人＊ 9人 17人

委託率 1.3%＊ 2.3% 4.3%

学童期以降 46人＊ 51人 92人

委託率 10.2%＊ 12.4% 23.0%

19人＊ 26人 47人

委託率 4.2%＊ 6.3% 11.8%

３歳未満 0人＊ 0人 0人

委託率 0.0%＊ 0% 0%

３歳以上就学前 0人＊ 3人 5人

委託率 0.0%＊ 0.6% 1.2%

学童期以降 19人＊ 23人 42人

委託率 4.2%＊ 5.6% 10.5%

50世帯＊ 57世帯 103世帯

26世帯＊ 8世帯 年8世帯

158世帯＊ 219世帯 258世帯

48世帯＊ 72世帯 85世帯

16世帯＊ 24世帯 28世帯

39世帯＊ 58世帯 69世帯

43世帯＊ 64世帯 76世帯

12世帯＊ 12世帯 12世帯

31.6%＊ 26.2% 40.0%

6世帯＊ 7世帯 9～10世帯

5世帯＊ 7世帯 9～10世帯

＊は実績値

養育里親登録数

専門里親登録数

養子縁組里親登録数

養育里親＋養子縁組里親登録数

親族里親

里親登録に対する委託里親の割合

ファミリーホーム数

委託ファミリーホーム数

里親登録数

5.里親等委託推進

里親・ファミリーホーム委託こども数

里親・ファミリーホーム委託率

里

親

委

託

委託こども数

フ
ァ

ミ

リ
ー

ホ
ー

ム

委

託

委託こども数

委託里親数

新規里親登録数
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 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

1 
３歳未満、３歳以上の就学前、学童期以

降の里親等委託率 
別表にて設定 別表にて設定 別表にて設定 

2 

養育里親、専門里親、養子縁組里親それぞ

れの里親登録（認定）数、新規里親登録

（認定）数、委託里親数、委託こども数 

別表にて設定 別表にて設定 別表にて設定 

3 ファミリーホーム数 ６世帯 ７世帯 ９～１０世帯 

4 
里親登録（認定）に対する委託里親の割合

（年間に１回でも委託のあった里親数） 
３１．６％ ２６．２％ ４０％ 

5 
里親登録（認定）に係る都道府県児童福

祉審議会の開催件数 
― 年２回 年２回 

6 
里親支援センターの設置数、民間への 

委託数 
― ０か所 １か所 

7 民間フォスタリング機関の設置数 ― １か所 １か所 

8 
基礎研修、登録前研修、更新研修などの必

須研修以外の研修の実施回数、受講者数 
― 

１９回 

１７５人 

１９回 

２００人 
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７ パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支

援体制の構築に向けた取組 

(1) 将来像 

実家庭で養育ができないこどもや、家庭復帰に努力をしても実家庭に戻ることが困難

な代替養育を受けているこどもの場合、家庭養育優先原則に基づき、永続的解決として

の特別養子縁組は有力、有効な選択肢として考えることが必要です。 

そのため、養子縁組が適当と考えられるこどもについて、十分なアセスメントとマッ

チングを行い、積極的に特別養子縁組を推進するための体制を構築します。 

(2) 課題 

① パーマネンシー保障としての家族関係再構築に向けた取組 

・親子関係再構築支援は、分離して生活しているこどもと親のみを対象とした家庭復帰

を唯一の目的とするものではなく、こどもの最善の利益の実現を目的とし、こどもの

援助指針の一環として、こども、親、家族、親族、地域等に対して行う総合的な支援

です。「親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン」を踏まえ、児

童相談所による支援のほか、市区町村や関係機関や市町を含め、こどもの意見・意向

を丁寧に把握・尊重しながら、重層的・複合的・継続的な支援が行える体制を構築す

る必要があります。  

・現在、長崎こども・女性・障害者支援センター、佐世保こども・女性・障害者支援セ

ンター共にカウンセリング事業を実施し、児童相談所と契約した精神科医や心理士が、

こどもに虐待を加えた保護者やこどもとの関係性や対応に悩む保護者等からの相談

に適切に助言するほか、児童虐待に対応する児童相談所職員に専門家の立場からアド

バイスを行う支援を行っています。 

・児童相談所において、ペアレントトレーニングを実施し、家族関係再統合に向けた支

援を行っているが、他県の取り組みを参考にしながら、支援体制の強化が必要です。 

・親自身やこども自身の課題やニーズに対する支援や生活基盤を整える支援に関する

資源を多く持っている市町が親子関係再構築支援の意義を理解し、児童相談所と連携

して支援を行うことが不可欠です。加えて、市町のこども家庭センターが作成するサ

ポートプランの策定の際や活用時にも、連携が必要です。 

② 養子縁組の積極的な検討 

・こどもにとって永続的に安定した養育環境を提供することが重要であることから、特

に、棄児、保護者が死亡又は養育を望めず、他に養育できる親族等がいないこどもや、

新生児・乳幼児で長期的に実親の養育が望めないこども、長期間にわたり親との交流

がないこども、虐待等の理由で親子分離され、その後の経過からみて家族再統合が極

めて困難と判断されたこどもなどについては、特別養子縁組の検討対象となります。 
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・施設入所措置とした場合、家庭復帰が困難で施設入所が長期化する事例があるため、

計画的な家庭復帰支援及び家庭復帰が困難な場合の里親委託や養子縁組支援への移

行が必要です。 

・長崎県内の 2023年度における児童相談所が関与した特別養子縁組成立数は３件であり、

過去５年平均は 3.8人となっています。 

③ 特別養子縁組等に関する支援体制の整備  

・特別養子縁組における法的な知識や手続き、縁組成立前後の支援について児童相談所

職員に対し研修を実施し、児童相談所において特別養子縁組の検討対象となるか判断

していくことや、関係機関が連携して縁組成立前後の支援を充実させることが必要です。 

・子育ての悩みや困りごとに加え、真実告知等の養親家庭特有の悩みがあることから、

養親家庭への相談支援体制が必要です。 

④ 民間あっせん機関との連携など 

・現在、長崎県内において活動している民間あっせん機関はないが、他県の民間あっせ

ん機関から本県登録の里親等にこどもがあっせんされる場合に、他県の民間あっせん

機関との連携や、あっせんされたこどもや家庭への支援が必要です。 

⑤ 産科医との連携 

・産科医において、望まない妊娠等により、養育の意思が見受けられない実親を把握し

た場合には、児童相談所へ情報提供する仕組みを構築する必要があります。 

(3) 取組と指標 

① 親子関係再構築に向けた取組  

・児童相談所において、実施している家族関係再統合に向けた支援について体制の強化

を検討します。また、サポートプランの策定や活用時に市町や関係機関と連携できる

支援体制の整備を行います。 

②養子縁組の積極的な検討 

・児童相談所において、保護者行方不明、面会等が長期間途絶えているケースについて、

養子縁組を積極的に検討していきます。また、こどものパーマネンシー保障の観点か

ら特別養子縁組を有力・有効な選択肢として活用していきます。 

・特に民法改正による年齢制限の引上げ等の趣旨を理解し、幅広く特別養子縁組を検討

します。 

③ 特別養子縁組等に関する支援体制の整備  

・児童相談所職員に対して、弁護士等による、特別養子縁組における法的な知識や手続

き、縁組成立前後の支援（市町の子育て支援への移行、真実告知等）に関する研修を

実施します。 

・里親担当児童福祉司等の外部研修受講により、スキルアップを図ります。 
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・児童相談所において、養子縁組成立前後の支援を行うとともに、市町、里親会、里親

支援機関等と連携し、必要な支援を実施します。 

④ 民間あっせん機関との連携など 

・今後、民間あっせん機関として申請等があった場合には、適切な支援と連携を行います。 

・他県の民間あっせん機関が県内の里親等に養子縁組のあっせんをする場合には、必要

な情報を共有すること等により連携を図りながら、本県にあっせんされたこどもや受

け入れ家庭に対して、必要な支援を実施します。 

⑤産科医との連携 

・産科医に対して、養子縁組制度等の周知及び情報提供の依頼を行い、適切な連携を図

ります。 

・情報提供を受けた児童相談所においては、速やかに養子縁組に向けたソーシャルワーク

を開始します。 

  

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

１ 
児童相談所が関与する特別養子縁組成立

件数 
６人 

２人 

(2023年度実績) 
1０人 

２ 
特別養子縁組に関する研修を受講した児

童相談所職員数 
０人 延べ１０人 延べ２０人 

３ 
親子再統合支援事業による各種支援の実

施件数 
― 

年１０５回

(2023年度実績) 

年１０５回 

以上 

４ 
親子関係再構築支援の専任職員の配置や

専任チームの設置等の支援体制の整備 
― 未整備 整備済み 

５ 
親への相談支援等に関する児童相談所職

員に対する研修の実施回数、受講者数 
― 

０回 

０人 
延１０人 

６ 

児童心理司を中心とした保護者支援プロ

グラム等に関する研修実施やライセンス

取得に向けた体制の整備 

― ８人 １２人 
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８ 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転

換に向けた取組 

(1) 施設で養育が必要なこども数の見込み 

「４ 各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み」から、「５ 里親等へ

の委託の推進に向けた取組」で算出した里親やファミリーホームへの委託こども数の見

込みを減じた施設で養育が必要なこども数を算出すると下表のとおりとなります。 

代替養育を必要とするこども数の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2018年から 2023年までは年度末数（福祉行政報告例）の数値である。 

※端数処理の関係で割合が実際値と一致しない場合がある。 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

451 452 438 427 404 413 411 407 405 403 401 399

　３歳未満 29 28 26 29 22 36 27 27 27 27 26 26

　３歳以上～就学前 41 54 59 67 54 63 57 57 56 56 56 56

　学童期以降 383 370 353 331 328 314 327 323 322 320 319 317

78 78 69 81 89 80 96 111 127 142 158 173

17.3% 17.3% 15.8% 19.0% 22.0% 19.4% 23.2% 27.3% 31.2% 35.2% 39.3% 43.2%

　３歳未満 9 9 4 8 8 10 12 13 15 16 18 19

　里親・ファミリーホーム

　委託率
30.7% 32.1% 15.4% 27.6% 36.4% 27.8% 42.3% 48.3% 54.2% 60.1% 66.0% 75.0%

　３歳以上～就学前 6 9 9 8 15 13 16 18 21 23 26 28

　里親・ファミリーホーム

　委託率
13.5% 16.7% 15.3% 11.9% 27.8% 20.6% 27.1% 31.8% 36.4% 41.0% 45.7% 50.9%

　学童期以降 65 60 56 65 66 57 69 80 92 103 115 126

　里親・ファミリーホーム

　委託率
18.0% 16.2% 15.9% 19.6% 20.1% 18.2% 21.0% 24.7% 28.4% 32.2% 35.9% 40.3%

373 374 369 346 315 333 316 296 279 261 244 226

81.7% 82.7% 84.2% 81.0% 78.0% 80.6% 70.1% 66.0% 62.7% 60.1% 58.1% 56.8%

　３歳未満 20 19 22 21 14 26 16 14 12 11 9 7

　３歳以上～就学前 35 45 50 59 39 50 42 39 36 33 30 28

　学童期以降 318 310 297 266 262 257 258 243 230 217 204 191

施設入所数

施設入所率

代替養育必要児童総数

里親・ファミリーホーム委託数

里親・ファミリーホーム委託率
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(2) 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた

取組 

① 将来像 

・施設においては、これまで施設で養われた豊富な体験によるこどもの養育の専門性を

基に、家庭での養育が困難なこども及び年長で今までの経緯より家庭的な生活をする

ことに拒否的になっているこどもの情緒・行動上の問題の解消や軽減を図りながら生

活支援を行う専門的な養育に取り組むことにより、早期の家庭復帰や養子縁組、里親

委託等へつなげていくことが必要です。また、「できる限り良好な家庭的環境」を提

供するため、全ての施設は原則として、概ね５年以内を目途に、小規模化（生活単位

は最大６人）かつ地域分散化し、常時２人以上の職員配置を実現するとともに、更に

高度のケアニーズに対しては、迅速な専門職対応ができる高機能化を行い、生活単位

は４人の小規模で４ユニットまでの集合で行うことが必要です。 

・こどもの養育の専門性を基に、小規模化かつ地域分散化された施設において、高機能

化された養育や親子関係再構築に向けた保護者等への支援を行うことが必要です。 

・社会的養育を充実・強化するための地域社会における貴重な資源として、里親や特別

養子縁組を含む在宅家庭への支援等を行うなど、施設の多機能化・機能転換を図るこ

とが必要です。 

② 課題 

ア 小規模かつ地域分散化 

・施設が、小規模化かつ地域分散化し、夜間も含めて常時２人の職員配置を実現する

ためには、職員の採用及び育成が必要ですが、特に離島地域においては職員の確保

が難しく、また経験の浅い職員同士がペアを組むことがあるため、ＯＪＴによる人

材育成が困難となります。 

イ 高機能化 

・施設に入所するこどもたちの多くは、家庭生活において虐待やネグレクトなどの不

適切な養育を経験してきたり、主たる養育者との分離や喪失を体験しています。こ

うした養育体験等に起因するトラウマやアタッチメントに関する理解とそれに基

づく生活支援、日常生活において表現されるこどもの問題行動への対応技術、家族

の抱える問題（家族病理）に対する理解とそれに基づくこども・家族への個別的な

支援など、これまで以上に高度な専門性を持った人材の育成が必要です。 

ウ 多機能化・機能転換 

・現在の施設は、入所児童を中心に養育する支援が主ですが、地域社会の中で、在宅

支援から代替養育まで継続的に支援するこどもの養育の専門機関としての機能が

十分活用されていない状況です。  

・施設において、一時保護を行う場合は、長期入所児童と一時保護児童が混在するた

め、双方への影響が大きい状況です。また一時保護児童を受け入れる際、必要最小
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限の期間で、できる限り良好な家庭的環境が原則となっていることから、行動診断

のみならず心理診断や医学診断なども含めた総合的なアセスメントが必要です。 

③ 取組と指標 

ア 小規模かつ地域分散化 

・保育の仕事合同面談会への参加や潜在保育士（定年退職や育児・介護等で退職した

有資格）の活用、社会的養護の理解促進につなげるための学生と施設の交流の場を

教育機関と連携して設置するなど、今後の人材確保対策を支援します。 

・施設における働き方改革を進め、結婚・出産しても継続して働ける態勢作りについ

て、助言等行います。 

・各施設における支援手順のマニュアル作成を支援します。 

イ 高機能化 

・各施設で研修体制を充実させるとともに、ユニット化された環境下で、職員を孤立

させないために、ケースカンファレンスやスーパーバイザーが日々の記録の確認を

したり、直接ユニットを訪問したりする等、施設内でのスーパービジョン体制を充

実させる取組を行います。また、親子関係再構築に向けた保護者等への支援体制を

充実させる取組を行います。具体的には、県児童養護施設協議会と連携し、基幹的

職員研修（スーパーバイザーを養成するための研修）やリーダー研修会の充実強化

を図ります。 

ウ 多機能化・機能転換 

・地域の関係機関との連携強化を図るとともに、支援が必要な家庭に対する相談・通

所、在宅支援（例：一時保護や子育て短期支援事業利用後のアフターフォローやペ

アレントトレーニング等、保護者支援プログラムの実施）等の充実を図るため、市

町の要保護児童対策地域協議会の実務者会議等への参画を促進します。 

・一時保護専用の施設あるいは居室を準備する等の環境整備や、総合的なアセスメン

トを実施するための専門職（心理士、看護師等）の配置等、アセスメントを適切に

行うことのできる体制を整えるために活用可能な国の財政支援策について各施設

に助言します。 

・ケアニーズの高いこどもや島や半島を含む県内各地域にて保護を必要とするこど

もを速やかに一時保護出来るよう、一時保護専用施設の設置を進めます。 

・多機能化を計画的に推進するため、各種子育て支援施策を実施する市町と施設が情

報共有する場を設定します。 

・多機能化・機能転換を担う職員の人材育成についても、県児童養護施設協議会と連

携し、基幹的職員研修やリーダー研修会等を活用し支援します。 

・児童心理治療施設においては、県委託事業である「児童心理治療施設高機能化・多

機能化モデル事業」により在宅支援や、児童養護施設入所および里親委託となった

こどもの心理治療的な観点からの支援を実施します。 



- 29 - 

 

※児童家庭支援センターについては、各地域の在宅支援の強化を図るため設置を促進し

ます。詳細は「３ 市町のこども家庭支援体制の構築等に向けた長崎県の取組」に記

載しています。 

 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

1 児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設における専門職の配置 

 家庭支援専門相談員 ― 
１３施設 

２２人 

１３施設 

２５人 

 心理療法担当職員 ― 
１１施設 

１２人 

１２施設 

１８人 

 自立支援担当職員 ― 
６施設 

７人 

１１施設 

１７人 

2 
児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設における親子支援事業、家族療法事業の

実施施設数 

 親子支援事業 ― １施設 ９施設 

 家族療法事業 ― １施設 ４施設 

3 一時保護専用施設の整備施設数 
１施設 

（乳児院） 
２施設※ ４施設 

4 児童家庭支援センターの設置数 １か所 
３か所 

(既に４か所建設は済) 
４か所 

5 妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 ― ０施設 １施設 

6 
市町の家庭支援事業を委託されている

施設数（事業ごと） 
― 

子育て短期支援

事業における委

託されている児

童養護施設数は

１１施設 

子育て短期支援

事業における委

託されている児

童養護施設数は

１１施設 

※乳児院、若竹の家に一時保護専用施設を設置済み。 
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９ 一時保護改革に向けた取組 

(1) 将来像 

一時保護は、こどもの安全の迅速な確保、適切な保護を行い、こどもの心身の状況、

置かれている環境などの状況を把握するために行うものであり、虐待を受けたこどもや

非行のこども、養護を必要とするこども等の最善の利益を守るために行われるものです。 

このようにこどもを一時的にその養育環境から分離する一時保護中においても、こど

もの学習権保障や権利擁護を図り、一時保護の目的を達成するために必要最小限の期間

で、安全・安心な環境において、こども一人一人の状態に合わせた個別的な対応や適切

なケアを提供します。 

(2) 課題 

① 一時保護日数について 

・2022年度の児童相談所（閉鎖的な環境）における一時保護の一人平均保護日数は 14.5

日という状況です。 

・虐待等によりこどもを家庭から一時的に引き離す必要がある場合等に行う緊急保護

については、閉鎖的な環境で行う保護の期間は必要最小限とし、一時保護委託による

開放的環境への移行について定期的（２週間以内など）に検討する必要があります。 

② 一時保護に関わる職員の育成について 

・一時保護施設では、短期間でこどもへの理解を深め、支援方針を決定する必要があり

ます。特に、虐待など不適切な養育を受けたこどもは、トラウマやアタッチメント関

連の障害として、日常生活において自傷他害などの問題行動を表出する場合がありま

す。一時保護職員は、そのようなこどものケアと、ケアを通じてこどもの課題と強み

を総合的にアセスメントする能力が必要であり、一時保護に関わる職員を対象とした

体系的な研修の検討・実施が必要です。 

③ 一時保護の環境及び体制整備について 

・一時保護児童は、2018年度の 399人から、2022年度 418人と増加しています。また、

児童養護施設等への一時保護委託児童は、2018年度は 395人（委託先の内訳は、児童

養護施設 191人、乳児院 49人、里親・ファミリーホーム 32人）から 2022年度 826

人（委託先の内訳は、児童養護施設 288人、乳児院 43人、里親・ファミリーホーム

79人）と約 2.1倍となっています。 

・上記のように、一時保護件数が年々増加しているため、必要な一時保護に対応できる

よう受け皿の確保が必要です。また、委託先で措置による入所と一時保護されたこど

もが混在する施設環境は双方への影響が大きいため、一時保護専用の受け皿の確保も

必要です。 

・開放的な環境においては、原籍校への登校保障に取り組む必要があります。 
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④ 権利擁護の取組について 

・一時保護されたこどもの権利擁護の観点から、現在実施している意見箱や児童相談所

長面接等による、こどもの意見表明ができる仕組みに加え、第三者機関が一時保護を

行う場所の視察やこどもの意見聴取等を行う仕組みが必要です。 

・安全確保を前提として可能な限り学校へ登校することが可能な一時保護とすること

で学習権の保障に努める必要があります。 

・2022年度より、長崎県福祉保健審議会児童福祉専門分科会内の部会において、こども

の権利擁護に関して審議を行うことができることとなったことから、意見表明支援員

（アドボケイト）がこどもへ意見表明支援行ったが、こどもが納得がいかない場合な

どにおいて、申し立てが可能な体制整備を行っています。 

・こどもの権利及び制限される内容並びに権利が侵害された時の解決方法に関してこ

どもの年齢や理解に応じて説明を行うほか、こどもの意見が適切に表明されるような

配慮を行うことが必要です。 

・一時保護施設内の管理を目的とした規則は最低限にとどめ、一時保護施設内のルール

が適切か、他の一時保護施設の取組等も参考にしながら、定期的に見直すことが重要

です。 

・権利ノートを持っていないこどもがアンケート結果より多かったことから、すべての

こどもに権利ノートを配布し、活用される必要があります。 

(3) 取組と指標 

① 一時保護日数について 

・こどもの安全を確保するための閉鎖的な環境で行う一時保護を行った場合、閉鎖的な

環境で保護を行う必要性について定期的（２週間以内、その後２週間ごと）に検討し、

可能な限り開放的環境への移行を図ります。 

② 一時保護に関わる職員の育成について 

・一時保護ガイドラインを踏まえ、一時保護に関わる職員（児童養護施設等の職員を含

む）が必要な専門知識を習得できる所内外での研修体制の充実強化を図ります。 

・児童相談所職員を対象にこどもの権利に関する研修を実施することを検討し、児童相

談所職員がこどもの権利や意見表明支援の必要性について理解できる仕組みの構築

を行います。 

③ 一時保護の環境及び体制整備について 

・施設における一時保護専用施設の確保に向けて、賃貸物件による一時保護専用施設改

修費等、活用可能な国の財政支援策の情報提供など各施設に対する支援を行います。 

・一時保護委託可能な未委託里親を確保するため、短期間の受入れや様々な年齢のこど

もの受入れについて理解を促し、こどもの状況に応じた適切な支援が可能となるよう

里親研修等の充実を図ります。 
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・一時保護委託やショートステイ等に関する里親養育については、長期的な里親委託と

目的や関わり方等が異なるため、里親や支援機関に対しての研修やその支援体制を整

備し、里親による一時保護やショートステイを実施しやすい体制を整えます。 

・児童相談所は、学習権の保障及び学校生活の連続性を保障するため、こどもの意向に

沿って、施設等の委託先とともに、原籍校への登校保障に努めます。 

④ 権利擁護の取組について 

・一時保護施設において、こどもの立場に立った、保護・支援の質の確保・向上を図る

ため、2020 年度から始まる３か年度毎に１回第三者評価を受審し、その結果の公表

をしており、今後も継続して実施します。 

・一時保護時の司法審査の実施により、こどもに対する意見聴取について 2024 年度か

ら聞き取り表を用いて、意見聴取を行っていますが、今後は、一時保護中に第三者（ア

ドボケイト）に対して意見表明支援ができる仕組の構築を検討いたします。 

・権利ノートを持っていないこどもがアンケート結果より多かったことから、年 1回権

利ノートの配布と活用について、児童相談所において確認を行います。 

 

 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

1 県内の一時保護専用施設設置数 
１か所 

（乳児院） 
２か所 ４か所 

2 
第三者評価を実施している一時保護施設数・

割合（分母：管内の全一時保護施設数） 
― 

１００％ 

（３年に１回） 

１００％ 

（３年に１回） 

3 一時保護施設の平均入所日数 １７．３日 １４．５日 １４日 

※乳児院、若竹の家に一時保護専用施設を設置済み。 

・乳児以外について、児童相談所（閉鎖的な環境）における一時保護延べ日数のうち 14

日を越える部分（2018年度実績 3,115日）について一時保護専用施設（開放的環境）

に移行すると見込む。 

・一時保護専用施設で保護するこどもを設置基準が４人から６人であることから、最低

基準となる４人で見込むと、3,115日÷365日÷４人＝2.1施設が必要。 

・児童相談所における一時保護は 2018 年度実績で、98％が３歳以上であること及び地

域別の保護児童数から、2029年度までに、児童養護施設の一時保護専用施設を、長崎

市内、大村市内に各１か所新たに設置することを目標とする。 
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10 社会的養護自立支援の推進に向けた取組 

(1) 将来像 

代替養育や在宅指導などを経験したこどもについては、家族の支援機能が脆弱である

こと等から、児童福祉法の対象年齢である 18歳到達以降も自立に向け個々の状況に応じ

て支援を継続することが必要です。 

こうした状況を踏まえ、代替養育や在宅指導などを経験したこどもの自立支援のため、

児童自立生活援助事業や社会的養護自立支援拠点事業の実施など、社会的養護のこども

の自立支援策の強化を図ります。 

(2) 課題 

・措置解除後に、日常的な困りごとや対人関係、就労や住居、経済的な問題など、相談

先や支援者が乏しいという状況で生活するこどもがいます。 

・2023年度から社会的養護自立支援拠点事業を実施し、社会的養護経験者への支援を行

っている。しかし、活用している児童養護施設に偏りがあることや里親家庭への周知

を行い、オンラインの活用により県域すべてに支援が届くようにすることが必要です。 

・児童自立生活援助事業については、2024年度から、児童養護施設、里親・ファミリー

ホームにおいても実施ができるため、定期的にニーズを把握し、確実に支援が行うこ

とができる体制を作ります。 

(3) 取組と指標 

・引き続き自立のための支援を必要とするこどもの把握を行い、児童自立生活援助事業

や社会的養護自立支援拠点事業の実施強化を図ります。 

・引き続き、施設が行うフォローアップ事業と児童相談所が連携し、自立援助ホームや

児童養護施設等と利用等、適切な支援につなげます。 

・社会的養護自立支援拠点事業については、県内児童養護施設が活用しやすいようにオ

ンラインの活用等を検討し、施設等を退所するこどもすべてに周知を行う体制を構築

します。また、退所・解除となった際に適切な情報をこどもへ伝える資料を作成し、

退所のサポートを行います。 

・児童自立生活援助事業のⅡ型、Ⅲ型においては、定期的にニーズを把握し、支援が必

要なこどもに対して、確実に支援を行うことができる体制を構築します。 
 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

１ 
児童自立生活援助事業Ⅰ型

（自立援助ホーム） 

実施か所数 ４か所 ５か所 ５か所 

２ 定員 ２３人 ２９人 ２９人 

３ 社会的養護自立支援拠点の設置数 ― 1か所 １か所 
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11 児童相談所の強化等に向けた取組 

児童虐待については、児童相談所の児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたどって

おり、こどもの命が奪われる重大な事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題と

なっています。 

このような状況を踏まえ、児童相談所を中心にきめ細かな対応が求められていることか

ら、2016年改正児童福祉法及び 2018年 12月に国が示した「児童虐待防止対策総合強化プ

ラン」（新プラン）に沿って、中核市の児童相談所設置を含め児童相談所の体制を強化する

ことが必要です。 

(1) 中核市の児童相談所設置に向けた取組 

① 課題 

・中核市の児童相談所の設置に向けて、専門的人材の育成・確保や建物の確保設置に係

る財源措置等が課題です。 

② 取組と指標 

・県と中核市との間で、児童相談所設置に向けた意向や問題点を共有し、必要とする措置

等を定期的に協議する連絡会議を設け、中核市の意向を尊重しながら検討を行います。 

・県の児童相談所と中核市との間で積極的に人事交流を行い、専門的人材の育成を図る

ことができるよう検討を行います。 

・2015年度から実施している市町職員と児童相談所職員の合同研修を継続し市町職員、

中核市職員の専門性の向上を図ります。 

(2) 都道府県（児童相談所）における人材確保・育成に向けた取組 

① 課題 

・児童虐待相談件数の増加や相談内容の多様化・複雑化に適切に対応するため専門的人

材の確保及び育成が急務です。 

・スーパーバイザーの要件（児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者）を満たす

職員の計画的な人材育成が必要です。 

・相談の多様化・複雑化に伴い、法的判断を要する事案が増加しており、児童相談所と

弁護士事務所との間で契約を締結し、定期的な児童相談所への弁護士派遣、法律相談

や定例会議における助言等の支援を受けており、継続して実施する必要があります。

また、弁護士の常勤配置についても、今後検討が必要です。 

・長崎こども・女性・障害者支援センターにおいては、常勤の精神科医師の配置、佐世

保こども・女性・障害者支援センターにおいては、非常勤の精神科医の配置を行い、

小児科医においては、両センター共に非常勤医師を配置していますが、児童思春期の

問題や発達障害等に精通した医師が限られており、医師の継続した確保が課題です。 

・児童相談所の適切な運営に向けて、児童相談所（相談支援部門・判定部門）において

も第三者評価を実施することが必要です。 
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② 取組と指標 

・国の配置基準に基づき、児童福祉司（管轄人口３万人に１人）及び児童心理司（児童

福祉司２人につき１人）を適正に配置するため、児童相談所のＯＢの活用や民間経験

者の採用を行うなど、人材の確保に努めます。 

・児童相談所（相談支援部門・判定部門）において、第三者評価の実施を検討します。 

・児童虐待等、複雑困難な事案に対応できる児童福祉司やスーパーバイザーを育成する

ため、人材育成方針に沿って人事ローテーションを行い、計画的に専門性を有する職

員の育成を図ります。 

・2015 年度から実施している児童相談所職員の専門性向上のための研修を引き続き実

施し、国や関係団体等が主催する研修会へ積極的に参加させるなど研修体制の充実、

強化を図ります。 

・契約弁護士による助言又は指導を受けられる体制を確保するため、現在の弁護士の派

遣を継続的に実施し、頻度等については定期的に見直します。また、常勤弁護士の配

置についても、検討を行います。 

・引き続き専門性を有する医師の継続的な確保に向けて、関係団体と協議します。 

 

 整備目標・指標 2018 年度 2024 年度 2029 年度 

1 
第三者評価を実施している児童相談所 

（相談支援部門・判定部門） 
― ― ２か所 

2 児童福祉司の配置数 ３５人 
長崎Ｃ :３３人 

佐世保Ｃ:１６人 

長崎Ｃ :３３人 

佐世保Ｃ:１６人 

３ 児童心理司の配置数 １３人 
長崎Ｃ :１６人 

佐世保Ｃ: ７人 

長崎Ｃ :１６人 

佐世保Ｃ: ７人 

４ 市町村支援児童福祉司の配置数 ― １人 １人 

５ 
医師の配置数 

（常勤、非常勤の内訳を含めて） 

＜精神科＞ 

長崎Ｃ  :１人 

佐世保Ｃ:１人 

＜小児科＞ 

長崎Ｃ  :１人 

佐世保Ｃ:１人 

＜精神科＞ 

長崎Ｃ:月に８回以上 

    確保(週２回以上) 

佐世保Ｃ:月に４回実施 

＜小児科＞ 

長崎Ｃ :月に４回実施 

佐世保Ｃ:月に２回実施  

＜精神科＞ 

長崎Ｃ:月に８回以上 

    確保(週２回以上) 

佐世保Ｃ:月に４回実施 

＜小児科＞ 

長崎Ｃ :月に４回実施 

佐世保Ｃ:月に２回実施 

６ 保健師の配置数 ０人 ２人 ２人 

※医師数については、長崎・佐世保ともに精神科医及び小児科医各１人 
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12 障害児入所施設における支援 

(1) 将来像 

障害児入所施設においては、障害に対する正確な理解と障害特性に応じた環境の提供

に加え、できる限り良好な家庭的環境の中で行われる必要があります。また、児童相談

所から福祉型障害児入所施設へ措置されたこどもが虐待などの影響でケアが必要となる

場合があります。このため「良好な家庭的環境」において養育されるようユニット化等

によりケア単位の小規模化を推進するために、本県においても現状の把握を行います。 

(2) 課題 

・長崎県内には、福祉型障害児入所施設は２施設あります。２施設ともユニット化は行って

おらず、ユニット化の整備は難しい中、「できる限り良好な家庭的環境」の整備として、

個室化を推進している施設があることや、プライベートな空間の確保のために、こど

もの好きなものを部屋に置くなどの支援の実施に取り組んでいます。 

(3) 取組と指標 

・県内２施設の対応の状況等を共有する機会を県が設定することで、課題の共有や先進

施設等の情報共有などを行い、「できる限り良好な家庭的環境」を整備するために工夫

すべき点を共有します。 

・長崎県障害福祉課、こども家庭課と長崎県内福祉型障害児入所施設２施設とが情報共

有する機会を確保することで、ユニット化に向けた課題を整理します。 

 



  参 考 資 料  
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措置された児童や一時保護された児童等へのアンケート調査     

１．調査目的

長崎県社会的養育推進計画の策定要領には、「社会的養護に関する施策を検討する際、

当事者である子ども（社会的養護経験者を含む）の複数の参画を求めることとし、第三

者による支援により適切な意見表明ができるような取り組みを行うこと」とされていま

す。

  上記を踏まえて、入所措置（委託措置）中の児童と一時保護（委託含む）児童および

社会的養護経験者へのアンケート調査実施により、当事者である子どもの意見を聴取し

ました。

２．調査方法

  無記名アンケート方式

３．調査対象、アンケート実施期間

対象者 実施期間 対象数 回答数 回答率

令和６年９月９日時点で里親・

ファミリーホーム・児童養護施

設に委託または入所措置中の小

学4年生以上の児童

令和６年９月９日

～同年９月30日

287 260 90.6％

令和６年９月９日から９月３０

日までに一時保護または児童養

護施設に一時保護委託された小

学4年生以上の児童

令和６年９月９日

～同年９月30日

26 24 92.3％

里親・ファミリーホーム・児童

養護施設に委託または入所経験

がある方

令和６年９月４日

～同年９月30日

58 24 41.8％



＜性別・年齢等＞
問１

合計 男 女 その他 答えたくな
い

無回答

全体 284 129 78 2 9 66
100.0% 45.4% 27.5% 0.70% 3.17% 23.2%

230 97 56 2 9 66
100.0% 42.2% 24.3% 0.87% 3.9% 28.7%

19 13 6
100.0% 68.4% 31.6% 0.0% 0.0%

11 8 3
100.0% 72.7% 27.3% 0.0% 0.0%

社会的養護経験者 24 11 13
100.0% 45.8% 54.2% 0.0% 0.0%

合計 9～12歳
(小学生）

12～15歳 16～18歳 19歳

全体 260 57 106 92 5
100.0% 21.9% 40.8% 35.4% 1.9%

230 48 100 77 5
100.0% 20.9% 43.5% 33.5% 2.2%

19 7 2 10
100.0% 36.8% 10.5% 52.6% 0.0%

11 2 4 5 0
100.0% 18.2% 36.4% 45.5% 0.0%

合計 10代 20代 30代 40代

24 8 15 1
100.0% 33.3% 62.5% 4.2% 0.0%

合計 3歳未満 3～6歳 7～12歳 13～15歳 16～18歳

全体 260 19 61 104 63 13
100.0% 7.3% 23.5% 40.0% 24.2% 5.0%

230 18 57 86 61 8
100.0% 7.8% 22.1% 32.4% 27.8% 4.6%

19 3 9 2 5
100.0% 0.0% 15.8% 47.4% 10.5% 26.3%

11 1 1 9
100.0% 9.1% 9.1% 81.8% 0.0% 0.0%

合計 1年未満 1年 2年 3年 4年 5年 6～10年 10年以上 覚えていな
い

32 2 2 2 6 2 1 6 7 4
100.0% 6.3% 6.3% 6.3% 18.8% 6.3% 3.1% 18.8% 21.9% 12.5%

24 2 2 6 2 1 5 5 1
100.0% 0.0% 8.3% 8.3% 25.0% 8.3% 4.2% 20.8% 20.8% 4.2%

1 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

7 2 1 2 2
100.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 28.6%

【3】　施設、里親、ファミリーホームで生活を始めた年齢

社会的養護経験者　問２

　うちファミリーホーム経験者

　　　　　　　うち里親経験者

里親

※重複回答あり

里親

児童養護施設

【2】年齢

社会的養護経験者

児童養護施設

ファミリーホーム

【1】施設・里親・ファミリーホームで生活した年数

社会的養護経験者（24名）

        　　　　うち施設経験者

【2】年齢

【1】性別

里親

児童養護施設

ファミリーホーム

ファミリーホーム
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＜施設または里親・ファミリーホームでの生活について＞

問２

合計 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 覚えていな
い

284 5 5 5 18 71 72 104 4
100.0% 1.8% 1.8% 1.8% 6.3% 25.0% 25.4% 36.6% 1.4%

254 2 16 58 70 104 4
100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 6.3% 22.8% 27.6% 40.9% 1.6%

19 2 2 13 2
100.0% 0.0% 0.0% 10.5% 10.5% 68.4% 10.5% 0.0% 0.0%

11 5 5 1
100.0% 45.5% 45.5% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0人 1人 2～3人 4～6人 7～8人 9人以上

284 28 10 74 125 27 20
100.0% 9.9% 3.5% 26.1% 44.0% 9.5% 7.0%

254 16 6 67 118 27 20
100.0% 6.3% 2.4% 26.4% 46.5% 10.6% 7.9%

19 4 3 6 6
100.0% 21.1% 15.8% 31.6% 31.6% 0.0% 0.0%

11 8 1 1 1
100.0% 72.7% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0%

260 27 10 71 111 25 16
100.0% 10.4% 3.8% 27.3% 42.7% 9.6% 6.2%

5 4 1
100.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

5 3 1 1
100.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 1 2 2
100.0% 20.0% 40.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%

18 2 2 12 1 1
100.0% 11.1% 11.1% 66.7% 5.6% 0.0% 5.6%

69 8 3 16 35 5 2
100.0% 11.6% 4.3% 23.2% 50.7% 7.2% 2.9%

67 4 1 16 40 3 3
100.0% 6.0% 1.5% 23.9% 59.7% 4.5% 4.5%

91 5 1 26 32 17 10
100.0% 5.5% 1.1% 28.6% 35.2% 18.7% 11.0%

一緒のホームまたは里親・ファミ
リーホームで生活している子ども
の人数（回答した本人を含まな
い）

【2】希望する、一緒のホームまたは里親・ファミリーホームで生活す
る子どもの人数（回答した本人を含まない）

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

児童養護施設　※

ファミリーホーム
　　　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

里親　　　　　※

6人以上

5人

4人

2人

1人

3人

里親　　　　　※

児童養護施設　※

全体

全体

0人

ファミリーホーム
　　　　　　　※

【1】　一緒のホームまたは里親・ファミリーホームで生活している子どもの人数

一緒のホームまたは里親・ファミリーホームで生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）は、児童養護施設は「６人以

上」の割合が、ファミリーホームは「４人」の割合が、里親は「０人」と「１人」がの割合が最も高い。

希望する、一緒に生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）は、児童養護施設とファミリーホームは「４～６人」の

割合が、里親は「０人」の割合が最も高い。
実際に一緒のホームまたは里親・ファミリーホームで生活している子どもの数と希望する子どもの数は、ほぼ一致している。
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希望する、一緒に生
活する子どもの人数

合計 プライバ
シーが守ら
れるから

静かに生活
できるから

楽しい その他

全体 260 16 51 26 14
100.0% 6.2% 19.6% 10.0% 5.4%

26 10 11 4 1
100.0% 38.5% 42.3% 15.4% 3.8%

10 1 4 2 3
100.0% 10.0% 40.0% 20.0% 30.0%

71 5 36 20 10
100.0% 7.0% 50.7% 28.2% 14.1%

112 6 11 75 20
100.0% 5.4% 9.8% 67.0% 17.9%

25 2 19 4
100.0% 0.0% 8.0% 76.0% 16.0%

16 14 2
100.0% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5%

合計 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 無回答/覚
えていない

全体 284 191 60 16 6 2 4 1 4
100.0% 67.3% 21.1% 5.6% 2.1% 0.7% 1.4% 0.4% 1.4%

254 170 55 12 6 2 4 1 4
100.0% 66.9% 21.7% 4.7% 2.4% 0.8% 1.6% 0.4% 1.6%

19 14 2 3
100.0% 73.7% 10.5% 15.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11 7 3 1
100.0% 63.6% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上

284 198 50 21 7 2 3 3
100.0% 69.7% 17.6% 7.4% 2.5% 0.7% 1.1% 1.1%

254 177 45 19 6 2 2 3
100.0% 69.7% 17.7% 7.5% 2.4% 0.8% 0.8% 1.2%

19 12 4 2 1
100.0% 63.2% 21.1% 10.5% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0%

11 9 1 1
100.0% 81.8% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

全体 260 181 48 18 5 2 3 3
100.0% 69.6% 18.5% 6.9% 1.9% 0.8% 1.2% 1.2%

176 142 18 9 4 1 1 1
100.0% 80.7% 10.2% 5.1% 2.3% 0.6% 0.6% 0.6%

56 32 22 1 1
100.0% 57.1% 39.3% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8%

16 3 7 6
100.0% 18.8% 43.8% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 2 1 1 1
100.0% 40.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%

2 2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 1 1 1 1
100.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0%

1 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

【4】希望する、一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）

一緒の部屋で生活している子ども
の人数（回答した本人を含まな
い）

児童養護施設　※

5人

6人以上

4人

里親　　　　　※

ファミリーホーム
　　　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

3人

2人

1人

0人

全体

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

【3】　一緒の部屋で生活している子どもの人数（回答した本人を含まない）

児童養護施設　※

9人以上

4～6人

7～8人

1人

2～3人

【2】その人数を希望する理由

0人

一緒に生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）で、０人を希望した理由は「静かに生活できる」の割合が最も高い。

一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）は、「０人」の割合が最も高い。

希望する、一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）は、「０人」の割合が最も高い。
実際に一緒の部屋で生活している子どもの数と希望する子どもの数は、ほぼ一致している。
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希望する、一緒の部
屋で生活する子ども
の人数

合計 プライバ
シーが守ら
れるから

静かに生活
できるから

楽しい その他

全体 260 72 98 63 27
100.0% 27.7% 37.7% 24.2% 10.4%

182 70 88 9 15
100.0% 38.5% 48.4% 4.9% 8.2%

47 2 8 32 5
100.0% 4.3% 17.0% 68.1% 10.6%

18 2 13 3
100.0% 0.0% 11.1% 72.2% 16.7%

5 4 1
100.0% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0%

2 2
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

3 2 1
100.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3%

3 1 2
100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%

合計 ある ない 意見箱のこ
とを知らな
い

無回答

284 69 165 20 30
100.0% 24.3% 58.1% 7.04% 10.6%

合計 ある ない 合計 施設職員・
里親・ﾌｧﾐ
ﾘｰﾎｰﾑ職員

施設・里親
宅・ﾌｧﾐﾘｰ
ﾎｰﾑの子ど
も

意見箱に意
見を入れる

その他

全体 284 237 47 全体 240 180 30 7 23
100.0% 83.5% 16.5% ※ 100.0% 75.0% 12.5% 2.9% 14.9%

254 211 43 児童養護施設 211 158 28 7 18
100.0% 83.1% 16.9% ※ 100.0% 74.9% 13.3% 3.3% 8.5%

19 17 2 ファミリーホーム 18 14 1 3
100.0% 89.5% 10.5% ※ 100.0% 77.8% 5.6% 0.0% 16.7%

11 9 2 里親 11 8 1 2
100.0% 81.8% 18.2% ※ 100.0% 72.7% 9.1% 0.0% 18.2%

【6】　困ったことがあったとき、
頼れる人または伝える方法があるか

3人

4人

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

2人

1人

【6】「ある」の内容

児童養護施設　※

【5】施設の意見箱を使ったことがありますか

児童養護施設　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

5人

6人以上

0人

【4】その人数を希望する理由

一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）で「０人」を希望した理由は、「静かに生活できるから」の
割合が最も高い。

施設の意見箱を「使ったことがない」児童の割合が最も高い。

困ったことがあったとき、頼れる人または伝える方法が「ある」の割合が高い。
頼れる人・伝える先としては、施設職員・里親・ファミリーホーム職員の割合が最も高く、次いで、児童養護施設は「施設の
子ども」の割合が、里親・ファミリーホームは「その他」の割合が高い。
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合計 ある ない 合計 施設職員・
里親・ﾌｧﾐ
ﾘｰﾎｰﾑ職員

施設・里親
宅・ﾌｧﾐﾘｰ
ﾎｰﾑの子ど
も

意見箱に意
見を入れる

その他

全体 284 242 42 全体 245 204 26 5 10
100.0% 85.2% 14.8% ※ 100.0% 83.3% 10.6% 2.0% 4.1%

254 213 41 児童養護施設 213 178 23 5 7
100.0% 83.9% 16.1% ※ 100.0% 83.6% 10.8% 2.3% 3.3%

19 18 1 ファミリーホーム 19 16 2 1
100.0% 94.7% 5.3% ※ 100.0% 84.2% 10.5% 0.0% 5.3%

11 11 里親 13 10 1 2
100.0% 100.0% 0.0% ※ 100.0% 76.9% 7.7% 0.0% 15.4%

合計 持っている 失くした もらってい
ない

254 82 48 124
100.0% 32.3% 18.9% 48.8%

合計 ある ない わからない 無回答

130 15 38 77
100.0% 11.5% 29.2% 59.2% 0.0%

合計 ある ない わからない 無回答

254 2 73 179
100.0% 0.8% 28.7% 70.5% 0.0%

【7】　してもらいたいことがあっ
たとき、頼れる人または伝える方法
があるか

【7】「ある」の内容

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

里親　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

児童養護施設　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

【9】権利ノートを持っていて役に立ったこと
がありますか

児童養護施設　※

【10】権利ノートを見て、変えた方がいいとこ
ろがありますか

児童養護施設　※

ファミリーホーム
　　　　　　　※

児童養護施設　※

【8】権利ノートを持っていますか

してもらいたいことがあったとき、頼れる人または伝える方法が「ある」の割合が高い。
頼れる人・伝える先としては、施設職員・里親・ファミリーホーム職員の割合が最も高く、次いで、児童養護施設・ファミ
リーホームは「施設の子ども」の割合が、里親は「その他」の割合が高い。

権利ノートを「もらっていない」の割合が最も高い。

権利ノートを持っていて役に立ったことがあるか「わからない」の割合が最も高い。

権利ノートを見て、変えた方がいいところがあるか「わからない」の割合が最も高い。
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合計 ある ない わからない 無回答

全体 284 33 56 190 5
100.0% 11.6% 19.7% 66.9% 1.8%

254 28 52 169 5
100.0% 11.0% 20.5% 66.5% 2.0%

19 5 2 12
100.0% 26.3% 10.5% 63.2% 0.0%

11 2 9
100.0% 0.0% 18.2% 81.8% 0.0%

合計 受けた 受けてない 覚えていな
い

受けたが、
よくわから
なかった

全体 284 146 18 106 14
100.0% 51.4% 6.3% 37.3% 4.9%

254 130 18 95 11
100.0% 51.2% 7.1% 37.4% 4.3%

19 11 7 1
100.0% 57.9% 0.0% 36.8% 5.3%

11 5 4 2
100.0% 45.5% 0.0% 36.4% 18.2%

合計 納得してい
る

納得してい
ない

わからない
/その他

全体 284 191 31 62
100.0% 67.3% 10.9% 21.8%

254 169 30 55
100.0% 66.5% 11.8% 21.7%

19 12 1 6
100.0% 63.2% 5.3% 31.6%

11 10 1
100.0% 90.9% 0.0% 9.1%

合計 ある ない

全体 260 215 45
100.0% 82.7% 17.3%

230 190 40
100.0% 82.6% 17.4%

19 15 4
100.0% 78.9% 21.1%

11 10 1
100.0% 90.9% 9.1%

【13】施設・里親・ファミリーホームで生活す
ることについて、納得していますか

【14】今の生活で楽しいことがあり
ますか

里親　　　　　※

児童養護施設　※

ファミリーホーム

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

里親　　　　  ※

児童養護施設　※

ファミリーホーム
　　　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

里親

児童養護施設

里親　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

ファミリーホーム
　　　　　　　※

児童養護施設  ※

ファミリーホーム

【11】自分の意見を伝えようとした場合、どの
ような方法があればいいと思いますか。

【12】施設・里親・ファミリーホームに来るとき、あなたが
なぜそこで生活するのか説明を受けましたか

自分の意見を伝えようとした場合、今ある方法以外の方法が「わからない」の割合が最も高い。

施設または里親・ファミリーホームで生活する理由について説明を受けたかについては、「受けた」の割合が最も高い。

施設または里親・ファミリーホームで生活することについて、「納得している」の割合が最も高い。

今の生活で楽しいことが「ある」の割合が高い。
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合計 ある ない

全体 260 119 141
100.0% 45.8% 54.2%

230 110 120
100.0% 47.8% 52.2%

19 7 12
100.0% 36.8% 63.2%

11 2 9
100.0% 18.2% 81.8%

合計 ある ない

全体 284 221 63
100.0% 77.8% 22.2%

254 194 60
100.0% 76.4% 23.6%

19 16 3
100.0% 84.2% 15.8%

11 11
100.0% 100.0% 0.0%

合計 ある ない

全体 284 137 147
100.0% 48.2% 51.8%

254 128 126
100.0% 50.4% 49.6%

19 8 11
100.0% 42.1% 57.9%

11 1 10
100.0% 9.1% 90.9%

合計 ある ない

全体 284 95 189
100.0% 33.5% 66.5%

254 91 163
100.0% 35.8% 64.2%

19 4 15
100.0% 21.1% 78.9%

11 11
100.0% 0.0% 100.0%

【16】施設・里親・ファミリーホー
ムに来てよかったことがありますか

【17】施設・里親・ファミリーホー
ムに来て嫌なこと、つらいこと、
困ったことがありますか

【18】施設・里親・ファミリーホー
ムでの生活をよくするために、して
欲しいと思うことはありますか

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

児童養護施設　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

児童養護施設　※

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

里親

児童養護施設　※

ファミリーホーム

児童養護施設

今の生活でつらいこと、困ったことが「ない」の割合が高いが、「ある」の割合も約４割ある。

施設または里親・ファミリーホームに来てよかったことが「ある」の割合が高い。

施設または里親・ファミリーホームに来て嫌なこと、つらいこと、困ったことが「ない」の割合が全体的には高いが、児童養護
施設では「ある」の割合が高い。

施設または里親・ファミリーホームでの生活をよくするために、して欲しい思うことが「ない」の割合が高いが、「ある」の割合
も約３割ある。
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合計 ある ない わからない

全体 284 73 75 136
100.0% 25.7% 26.4% 47.9%

254 69 67 118
100.0% 27.2% 26.4% 46.5%

19 4 4 11
100.0% 21.1% 21.1% 57.9%

11 4 7
100.0% 0.0% 36.4% 63.6%

＜一時保護について＞

問3

合計 ある ない 覚えていな
い

全体 284 178 69 35
100.0% 62.7% 24.3% 12.3%

230 149 49 32
100.0% 64.8% 21.3% 13.9%

19 8 9 2
100.0% 42.1% 47.4% 10.5%

11 4 6 1
100.0% 36.4% 54.5% 9.1%

社会的養護経験者 24 17 5 2
100.0% 70.8% 20.8% 8.3%

合計 0人 1人 2人 3人 4人 5人以上 覚えていな
い

無回答

全体 202 32 36 26 21 7 46 32 2
100.0% 15.8% 17.8% 12.9% 10.4% 3.5% 22.8% 15.8% 6.3%

149 23 25 22 14 5 31 29
100.0% 15.4% 16.8% 14.8% 9.4% 3.4% 20.8% 19.5% 0.0%

8 1 4 1 1 1
100.0% 12.5% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0%

4 1 1 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0%

社会的養護経験者 17 3 4 1 4 1 2 2
100.0% 17.6% 23.5% 5.9% 23.5% 5.9% 11.8% 11.8% 0.0%

15 3 1 2 8 1
100.0% 20.0% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 53.3% 0.0% 33.3%

9 2 2 1 1 2 1
100.0% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 22.2% 0.0% 50.0%

児童養護施設

ファミリーホーム

一時保護委託中

里親

一時保護中

ファミリーホーム

里親

児童養護施設

ファミリーホーム
　　　　　　　※
里親　　　　　※

※社会的養護経験者（児童養護施設経験者24名）を含む。

【1】一時保護所で生活したことがありますか

児童養護施設　※

【19】施設・里親・ファミリーホームでの生活
をよくするために、あなたが心がけていること
はありますか

【2】一緒の部屋で生活していた、または生活している子どもの人数（一番多かった日の人数
で、回答した本人を含まない）

生活をよくするために心がけていることあるかについて「わからない」の割合が最も高い。

一時保護所で生活したことが「ある」の割合が最も高いが、ファミリーホーム・里親は「ない」の割合が高い。

一緒の部屋で生活していた、または生活している子どもの人数（一番多かった日の日数で、回答した本人は含まない）は、「５人
以上」の割合が最も高い。
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0人 1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答

202 75 41 21 25 6 33 1
100.0% 37.1% 20.3% 10.4% 12.4% 3.0% 16.3% 0.5%

149 57 29 13 20 5 25
100.0% 38.3% 19.5% 8.7% 13.4% 3.4% 16.8% 0.0%

8 4 1 1 1 1
100.0% 50.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0%

4 1 1 2
100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0%

17 7 3 5 1 1
100.0% 41.2% 17.6% 29.4% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0%

15 4 6 1 1 1 2
100.0% 26.7% 40.0% 6.7% 6.7% 6.7% 13.3% 0.0%

9 2 2 1 1 2 1
100.0% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 22.2% 11.1%

全体 202 65 35 18 19 4 27 2
100.0% 32.2% 17.3% 8.9% 9.4% 2.0% 13.4% 1.0%

33 21 6 2 1 3
100.0% 63.6% 18.2% 6.1% 3.0% 0.0% 9.1% 0.0%

36 20 8 4 1 2 1
100.0% 55.6% 22.2% 11.1% 2.8% 0.0% 5.6% 2.8%

25 9 8 5 2 1
100.0% 36.0% 32.0% 20.0% 8.0% 0.0% 4.0% 0.0%

21 5 5 1 8 1 1
100.0% 23.8% 23.8% 4.8% 38.1% 4.8% 4.8% 0.0%

6 4 1 1
100.0% 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

48 6 7 5 7 3 20
100.0% 12.5% 14.6% 10.4% 14.6% 6.3% 41.7% 0.0%

32 11 5 2 6 2 6
100.0% 34.4% 15.6% 6.3% 18.8% 6.3% 18.8% 0.0%

1 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

希望する、一緒の部
屋で生活する子ども
の人数

合計 プライバ
シーが守ら
れるから

静かに生活
できるから

楽しい その他 無回答

全体 202 39 67 69 25 2
100.0% 19.3% 33.2% 34.2% 12.4% 1.0%

75 30 36 2 6 1
100.0% 40.0% 48.0% 2.7% 8.0% 1.3%

42 5 15 12 10
100.0% 11.9% 35.7% 28.6% 23.8% 0.0%

21 2 5 10 4
100.0% 9.5% 23.8% 47.6% 19.0% 0.0%

24 1 9 13 1
100.0% 4.2% 37.5% 54.2% 4.2% 0.0%

6 1 4 1
100.0% 0.0% 16.7% 66.7% 16.7% 0.0%

33 1 1 28 3
100.0% 3.0% 3.0% 84.8% 9.1% 0.0%

1 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

児童養護施設

ファミリーホーム

全体

無回答

0人

1人

里親

5人以上

4人

3人

2人

一時保護委託中

一時保護中

無回答

【3】その人数を希望する理由

5人以上

4人

2人

3人

1人

0人

【3】一時保護所で一緒の部屋で生活する子どもはあなたの他は何人がいいですか

一緒の部屋で生活していた、また
は生活している子どもの人数（一
番多かった日の人数で、回答した
本人を含まない）

社会的養護経験者

覚えていない

希望する、一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）は、「０人」の割合が最も高い。

一緒の部屋で生活する子どもの人数（回答した本人を含まない）で、「０人」や「１人」を希望した理由は「静かに生活でき
るから」の割合が最も高く、「２人」以上を希望する理由は「楽しい」の割合が最も高い。
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合計 保護所で学
習できたか
らいい

勉強が遅れ
て困った

その他 無回答

全体 193 77 54 62 0
100.0% 39.9% 28.0% 32.1% 0.0%

149 57 43 49
100.0% 38.3% 28.9% 32.9% 0.0%

8 2 2 4
100.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0%

4 2 1 1
100.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0%

社会的養護経験者 17 12 2 3
100.0% 70.6% 11.8% 17.6% 0.0%

15 4 6 5
100.0% 26.7% 40.0% 33.3% 0.0%

合計 ある ない 無回答

全体 202 47 155 0
100.0% 23.3% 76.7% 0.0%

149 35 114
100.0% 23.5% 76.5% 0.0%

8 1 7
100.0% 12.5% 87.5% 0.0%

4 1 3
100.0% 25.0% 75.0% 0.0%

社会的養護経験者 17 1 16
100.0% 5.9% 94.1% 0.0%

15 4 11
100.0% 26.7% 73.3% 0.0%

9 5 4
100.0% 55.6% 44.4% 0.0%

一時保護所
問２【4】

一時保護委託
問２【5】

合計 受けた 受けてない 覚えていな
い

受けたが、
よく分から
なかった

無回答

24 19 0 4 1 0
100.0% 79.2% 0.0% 16.7% 4.2% 0.0%

合計 15 12 0 2 1 0
100.0% 80.0% 0.0% 13.3% 6.7% 0.0%

3 3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 9 2 1
100.0% 75.0% 0.0% 16.7% 8.3% 0.0%

合計 9 7 0 2 0 0
100.0% 77.8% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0%

2 1 1
100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

7 6 1
100.0% 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%

一時保護中

　
小学生
　
中学生以上

【5】一時保護所での生活をよくす
るためにしたほうがいいと思うこ
とはありますか

児童養護施設

里親

ファミリーホーム

一時保護委託中

　
小学生

中学生以上

一時保護中

一時保護委託中

ファミリーホーム

里親

【4】一時保護所から学校にいけないことをど
う思いますか（※一時保護委託児童は全員登校
していると回答）

児童養護施設

一時保護中

一時保護所で生活することについて、説明を受けましたか

全体

学校に行けないことについて、「保護所で学習できたからいい」の割合が最も高い。

一時保護所での生活をよくするためにしたほうがいいと思うことが「ない」の割合が最も高い。

一時保護所で生活することについて説明を「受けた」の割合が最も高い。
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一時保護所
問２【5】

一時保護委託
問２【6】

合計 納得してい
る

納得してい
ない

わからない 無回答

24 13 6 5 0
100.0% 54.2% 25.0% 20.8% 0.0%

合計 15 8 3 4 0
100.0% 53.3% 20.0% 26.7% 0.0%

3 2 1
100.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0%

12 6 3 3
100.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0%

合計 9 5 3 1 0
100.0% 55.6% 33.3% 11.1% 0.0%

2 1 1
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

7 4 2 1
100.0% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0%

一時保護所
問２【6】

一時保護委託
問２【7】

合計 ある ない

24 14 10
100.0% 58.3% 41.7%

合計 15 7 8
100.0% 46.7% 53.3%

3 2 1
100.0% 66.7% 33.3%

12 5 7
100.0% 41.7% 58.3%

合計 9 7 2
100.0% 77.8% 22.2%

2 1 1
100.0% 50.0% 50.0%

7 6 1
100.0% 85.7% 14.3%

一時保護所
問２【7】

一時保護委託
問２【8】

合計 ある ない

24 12 12
100.0% 50.0% 50.0%

合計 15 6 9
100.0% 40.0% 60.0%

3 1 2
100.0% 33.3% 66.7%

12 5 7
100.0% 41.7% 58.3%

合計 9 6 3
100.0% 66.7% 33.3%

2 1 1
100.0% 50.0% 50.0%

7 5 2
100.0% 71.4% 28.6%

中学生以上

一時保護委託中

　
小学生

中学生以上

全体

一時保護中

一時保護中

　
小学生

中学生以上

中学生以上

全体

一時保護中

　
小学生

中学生以上

一時保護所で生活することについて、納得して
いますか

全体

一時保護所にきて嫌な
こと、つらいこと、
困ったことがあります
か

一時保護委託中

　
小学生

　
小学生

一時保護所にきてよ
かったことがあります
か

一時保護委託中

　
小学生

中学生以上

一時保護に「納得している」の割合が最も高い。

一時保護所にきてよかったことが「ある」の割合が高いが、「ない」の割合も約４割ある。一時保護中の中学生以上について
は「ない」の割合が高い。

一時保護所にきて嫌だったこと、つらいこと、困ったことが「ある」と「ない」の割合は同じだが、一時保護中の児童は「な
い」が高く、一時保護委託中の児童は「ある」が高い。
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＜家庭での生活について＞
問４（小学生）・問５（中学生以上）

合計 ある ない わからない 家で生活し
たことがな
い

全体 308 52 93 142 21
100.0% 16.9% 30.2% 46.1% 6.8%

230 41 71 100 18
100.0% 17.8% 30.9% 43.5% 7.8%

19 3 3 13
100.0% 15.8% 15.8% 68.4% 0.0%

11 3 7 1
100.0% 0.0% 27.3% 63.6% 9.1%

社会的養護経験者 24 3 8 11 2
100.0% 12.5% 33.3% 45.8% 8.3%

15 2 6 7
100.0% 13.3% 40.0% 46.7% 0.0%

9 3 2 4
100.0% 33.3% 22.2% 44.4% 0.0%

合計 ある ない わからない 無回答

全体 308 73 128 86 21
100.0% 23.7% 41.6% 27.9% 6.8%

230 56 84 72 18
100.0% 24.3% 36.5% 31.3% 7.8%

19 5 10 4
100.0% 26.3% 52.6% 21.1% 0.0%

11 1 7 2 1
100.0% 9.1% 63.6% 18.2% 9.1%

社会的養護経験者 24 1 17 4 2
100.0% 4.2% 70.8% 16.7% 8.3%

15 7 7 1
100.0% 46.7% 46.7% 6.7% 0.0%

9 3 3 3
100.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%

合計 ある ない わからない 無回答

全体 308 36 158 93 21
100.0% 11.7% 51.3% 30.2% 6.8%

230 32 109 71 18
100.0% 13.9% 47.4% 30.9% 7.8%

19 1 11 7
100.0% 5.3% 57.9% 36.8% 0.0%

11 7 3 1
100.0% 0.0% 63.6% 27.3% 9.1%

24 1 16 5 2
100.0% 4.2% 66.7% 20.8% 8.3%

15 1 10 4
100.0% 6.7% 66.7% 26.7% 0.0%

一時保護委託中 9 1 5 3
100.0% 11.1% 55.6% 33.3% 0.0%

一時保護委託

一時保護委託中

里親

社会的養護経験者

【3】今後、自分の家族と暮らすなら、自分や
家族のためにまわりの大人からして欲しいと思
うことがありますか

児童養護施設

ファミリーホーム

一時保護中

一時保護委託中

ファミリーホーム

里親

【2】今後、自分の家族と暮らすなら、家族に
お願いしたいことがありますか

児童養護施設

里親

一時保護中

【1】施設・里親宅・ファミリーホームに来る
前、家で生活しているときに、親や家族、まわ
りの大人からして欲しいと思ったことはありま
すか

児童養護施設

ファミリーホーム

施設または里親・ファミリーホームに来る前、家で生活しているときに、親や家族、まわりの大人からして欲しいと思ったこと
が「わからない」の割合が最も高い。

今後、自分の家族と暮らすなら、家族にお願いしたいことが「ない」の割合が最も高い。

今後、自分の家族と暮らすなら、自分や家族のためにまわりの大人からして欲しいと思うことが「ない」の割合が最も高い。
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＜進学や就職について＞
問４（中学生以上）

合計 ある ない 無回答

全体 246 50 122 74
100.0% 20.3% 49.6% 30.1%

182 41 86 55
100.0% 22.5% 47.3% 30.2%

12 1 5 6
100.0% 8.3% 41.7% 50.0%

9 3 6
100.0% 0.0% 33.3% 66.7%

24 2 15 7
100.0% 8.3% 62.5% 29.2%

12 4 8
100.0% 33.3% 66.7% 0.0%

7 2 5
100.0% 28.6% 71.4% 0.0%

合計 ある ない わからない 無回答

全体 234 49 110 1 74
100.0% 20.9% 47.0% 0.4% 31.6%

182 44 83 55
100.0% 24.2% 45.6% 0.0% 30.2%

12 2 4 6
100.0% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0%

9 3 6
100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7%

24 3 14 7
100.0% 12.5% 58.3% 0.0% 29.2%

7 6 1
100.0% 0.0% 85.7% 14.3% 0.0%

合計 ある ない わからない 無回答

全体 246 25 146 1 74
100.0% 10.2% 59.3% 0.4% 30.1%

182 19 108 55
100.0% 10.4% 59.3% 0.0% 30.2%

12 2 4 6
100.0% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0%

9 3 6
100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7%

24 1 16 7
100.0% 4.2% 66.7% 0.0% 29.2%

12 2 10
100.0% 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%

7 1 5 1
100.0% 14.3% 71.4% 14.3% 0.0%

里親

ファミリーホーム

里親

一時保護中

一時保護委託中

児童養護施設

社会的養護経験者

ファミリーホーム

一時保護委託中

社会的養護経験者

一時保護委託中

社会的養護経験者

児童養護施設

【1】進学や就職に向けて、親や家
族からして欲しいことがあります
か

児童養護施設

ファミリーホーム

里親

一時保護中

【2】進学や就職に向けて、施設・里親・ファ
ミリーホームからして欲しいことがありますか
（※一時保護中の児童は除く）

【3】進学や就職に向けて、児童相談所からし
て欲しいことがありますか

進学や就職に向けて、親や家族からして欲しいことが「ない」の割合が高い。

進学や就職に向けて、施設・里親・ファミリーホームからして欲しいことが「ない」の割合が最も高い。

進学や就職に向けて、児童相談所からして欲しいことが「ない」の割合が最も高い。
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＜意見表明支援員について＞

合計 知っていた 知らなかった

全体 284 67 217
100.0% 23.6% 76.4%

230 61 169
100.0% 26.5% 73.5%

19 19
100.0% 0.0% 100.0%

11 11
100.0% 0.0% 100.0%

24 6 18
100.0% 25.0% 75.0%

合計 ある ない
全体 284 20 264

100.0% 7.0% 93.0%
230 13 217

100.0% 5.7% 94.3%
19 1 18

100.0% 5.3% 94.7%
11 1 10

100.0% 9.1% 90.9%
24 5 19

100.0% 20.8% 79.2%

合計 また来てほ
しい

遊ぶだけなら
来てほしい

必要な時なら
来てほしい

来なくてい
い

全体 20 8 4 7 1
100.0% 40.0% 20.0% 35.0% 5.0%

13 6 3 3 1
100.0% 46.2% 23.1% 23.1% 7.7%

1 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 1
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5 1 4
100.0% 20.0% 0.0% 80.0% 0.0%

合計 思う 少し思う あまり思わ
ない

思わない

全体 20 2 9 7 2
100.0% 10.0% 45.0% 35.0% 10.0%

13 1 6 4 2
100.0% 7.7% 46.2% 30.8% 15.4%

1 1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 1
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5 2 3
100.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0%

【4】アドボケイト（意見表明支援員）に意見
を言いたいと思いましたか

児童養護施設

ファミリーホーム

里親

社会的養護経験者

里親

社会的養護経験者

里親

社会的養護経験者

【3】アドボケイト（意見表明支援員）にまた
来てほしいと思いましたか

児童養護施設

【2】　アドボケイト（意見表明支
援員）と話したことはありますか

児童養護施設

ファミリーホーム

【1】　アドボケイトの内容につい
て知っていましたか

児童養護施設

ファミリーホーム

里親

ファミリーホーム

社会的養護経験者

アドボケイトの内容について「知らなかった」の割合が高い。

アドボケイトと話したことがあるかについて「ない」の割合が高い。

アドボケイトにまた来てほしいと思いましたかについて「また来てほしい」の割合が最も高く、次いで「必要な時なら来てほ
しい」の割合が高い。

アドボケイトに意見を言いたいと思いましたかについて「少し思う」の割合が最も高く、次いで「あまり思わない」の割合が
高い。
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合計 知っていた 知らなかった 無回答

全体 308 217 90 1
100.0% 70.5% 29.2% 0.5%

230 166 64
100.0% 72.2% 27.8% 0.0%

19 12 7
100.0% 63.2% 36.8% 0.0%

11 9 2
100.0% 81.8% 18.2% 0.0%

24 19 5
100.0% 79.2% 20.8% 0.0%

15 7 8
100.0% 46.7% 53.3% 0.0%

9 4 4 1
100.0% 44.4% 44.4% 25.0%

合計 知っている 知らない

全体 308 29 279
100.0% 9.4% 90.6%

230 24 206
100.0% 10.4% 89.6%

19 19
100.0% 0.0% 100.0%

11 1 10
100.0% 9.1% 90.9%

24 2 22
100.0% 8.3% 91.7%

15 1 14
100.0% 6.7% 93.3%

9 1 8
100.0% 11.1% 88.9%

合計 ある ない わからない 無回答
全体 308 13 165 129 1

100.0% 4.2% 53.6% 41.9% 0.3%
230 11 128 91

100.0% 4.8% 55.7% 39.6% 0.0%
19 8 11

100.0% 0.0% 42.1% 57.9% 0.0%
11 3 8

100.0% 0.0% 27.3% 72.7% 0.0%
24 1 13 10

100.0% 4.2% 54.2% 41.7% 0.0%
15 8 6 1

100.0% 0.0% 53.3% 40.0% 12.5%
9 1 5 3

100.0% 11.1% 55.6% 33.3% 0.0%

一時保護中

【2】　子どもの権利を守る取り組みと
して、長崎県がどのようなことを行って
いるか知っていますか

児童養護施設

【1】　子どもの権利の内容について知っていま
したか

ファミリーホーム

一時保護委託中

【3】　長崎県が行っている取り組み以外に行ってほしいこ
とはあるか

一時保護中

一時保護委託中

一時保護委託中

社会的養護経験者

児童養護施設

ファミリーホーム

里親

社会的養護経験者

児童養護施設

ファミリーホーム

里親

里親

社会的養護経験者

一時保護中

子どもの権利の内容について知っていましたかについて、「知っていた」の割合が高い。

子どもの権利を守る取り組みとして、長崎県がどのようなことを行っているか知っていますかについて、「知らない」の割合が

長崎県が行っている取り組み以外に行ってほしいことはあるかについて、「ない」の割合が最も高く、次いで「わからない」
の割合が高い。
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目標値

2018年 2024年 2029年

1
措置児童等を対象とした子どもの権利擁護
に関する取組に係るこども本人の認知度

ｰ
ｱﾝｹｰﾄにて｢取り組みを知っている｣と
回答した割合9.4%

ｱﾝｹｰﾄにて｢取り組みを知っている｣と
回答した割合50%

2
措置児童等を対象としたこどもの権利に関
する理解度

ｰ
ｱﾝｹｰﾄにて｢子どもの権利について知っ
ていた｣と回答した割合70.5%

ｱﾝｹｰﾄにて｢子どもの権利について知っ
ていた｣と回答した割合80%

3
措置児童等を対象とした意見表明に係る満
足度

ｰ
ｱﾝｹｰﾄにて｢意見表明支援員にまた来て
ほしい｣と回答した割合40%

ｱﾝｹｰﾄにて｢意見表明支援員にまた来て
ほしい｣と回答した割合60%

4 職員を対象とした啓発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の実施回数 ｰ 0回 年6回

5 受講者(対象:職員) ｰ 0人 年60人

6
こどもを対象とした研修や啓発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の
実施回数

ｰ 0回 年4回

7 受講者等数(対象:こども) ｰ 0人 年65人(延べ)

1 こども家庭ｾﾝﾀｰの設置数 ｰ 14市町 21市町

2 子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰの設置数 4市町 21市町 21市町

3 子ども家庭総合支援拠点の設置数 4市町 20市町 21市町

4
子育て短期支援事業を委託できる社会資源
が確保されている市町数

ｰ 19市町 21市町

5 児童家庭支援ｾﾝﾀｰの設置数 1か所 3か所(既に4か所建設は済) 4か所

6
児童相談所からの在宅指導措置委託件数と
割合

ｰ 26件 100%

1
特定妊婦等への支援に関係する職員等に対
する研修を受講した市町数

ｰ 0市町 21市町

2 妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 ｰ 0施設 1施設

1
3歳未満､3歳以上の就学前､学童期以降の里
親等委託率

別表にて設定 別表にて設定 別表にて設定

2
養育里親､専門里親､養子縁組里親それぞれ
の里親登録(認定)数､新規里親登録(認定)
数､委託里親数､委託こども数

別表にて設定 別表にて設定 別表にて設定

3 ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ数 6世帯 7世帯 9～10世帯

4
里親登録(認定)に対する委託里親の割合(年
間に1回でも委託のあった里親数)

31.60% 26.20% 40%

5
里親登録(認定)に係る都道府県児童福祉審
議会の開催件数

ｰ 年2回 年2回

6 里親支援ｾﾝﾀｰの設置数､民間への委託数 ｰ 0か所 1か所

7 民間ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ機関の設置数 ｰ 1か所 1か所

8
基礎研修､登録前研修､更新研修などの必須
研修以外の研修の実施回数､受講者数

ｰ
19回
参加者数175人

19回
参加者数200人

P5-6

P8

P22

実績

P3

第2期長崎県社会的養育推進計画 目標値進捗一覧表

項目
ﾍ

ﾟ

ｰ

ｼ

ﾞ
番
号
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1
児童相談所が関与する特別養子縁組成立件
数

6人
2人
(2023年実績)

10人

2
特別養子縁組に関する研修を受講した児童
相談所職員数

0人 延べ10人 延べ20人

3
親子再統合支援事業による各種支援の実施
件数

ｰ
年105回
(2023年実績)

年105回以上

4
親子関係再構築支援の専任職員の配置や専
任ﾁｰﾑの設置等の支援体制の整備

ｰ 未整備 整備済み

5
親への相談支援等に関する児童相談所職員
に対する研修の受講者数

ｰ 0人 延10人

6
児童心理司を中心とした保護者支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
等に関する研修実施やﾗｲｾﾝｽ取得に向けた体
制の整備

ｰ 8人 12人

1

① 家庭支援専門相談員 ｰ
13施設
22人

13施設
25人

② 心理療法担当職員 ｰ
11施設
12人

12施設
18人

③ 自立支援担当職員 ｰ
6施設
7人

11施設
17人

2

① 親子支援事業 ｰ 1施設 9施設

② 家族療法事業 ｰ 1施設 4施設

3 一時保護専用施設の整備施設数 1施設 2施設 4施設

4 児童家庭支援ｾﾝﾀｰの設置数 1か所 3か所(既に4か所建設は済) 4か所

5 妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 ｰ 0施設 1施設

6
市町の家庭支援事業を委託されている施設
数(事業ごと)

ｰ
子育て短期支援事業における委託され
ている児童養護施設数は11施設

子育て短期支援事業における委託され
ている児童養護施設数は11施設

1 県内の一時保護専用施設設置数 1か所 2か所 4か所

2
第3者評価を実施している一時保護施設数･
割合

ｰ 100%(3年に1回) 100%(3年に1回)

3 一時保護施設の平均入所日数 17.3日 14.5日 14日

1 児童自立生活援助事業Ⅰ型(実施個所数) 4か所 5か所 5か所

2 (定員) 23人 29人 29人

3 社会的養護自立支援拠点の設置数 0か所 1か所 1か所

P32

P33

児童養護施設･乳児院･児童心理治療施設における親子支援事業､家族療法事業の実施施設数

児童養護施設･乳児院･児童心理治療施設における専門職の配置

P25

P29

55 



1
第3者評価を実施している児童相談所(相談
支援部門･判定部門)

ｰ ｰ 2か所

2 児童福祉司の配置数 35人
長崎ｾﾝﾀｰ :33人
佐世保ｾﾝﾀｰ:16人

長崎ｾﾝﾀｰ :33人
佐世保ｾﾝﾀｰ:16人

3 児童心理司の配置数 13人
長崎ｾﾝﾀｰ:16名
佐世保ｾﾝﾀｰ:7名

長崎ｾﾝﾀｰ:16名
佐世保ｾﾝﾀｰ:7名

4 市町村支援児童福祉司の配置数 ｰ 1人 1人

5 医師の配置数

<精神科>
長崎ｾﾝﾀｰ1人
佐世保ｾﾝﾀｰ1人
<小児科>
長崎ｾﾝﾀｰ1人
佐世保ｾﾝﾀｰ1人

<精神科>
長崎ｾﾝﾀｰ月に8回以上実施(週2回以上)
佐世保ｾﾝﾀｰは月に4回実施｡
<小児科>
長崎ｾﾝﾀｰ月に4回実施
佐世保ｾﾝﾀｰは月に2回実施｡

<精神科>
長崎ｾﾝﾀｰ月に8回以上実施(週2回以上)
佐世保ｾﾝﾀｰは月に4回実施｡
<小児科>
長崎ｾﾝﾀｰ月に4回実施
佐世保ｾﾝﾀｰは月に2回実施｡

6 保健師の配置数 0人 2人 2人

P34

56 
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用語解説

                                                    

【ア行】

〇アセスメント

一般的なアセスメントの意味には「現状を把握」、「困りごとを明確にする」、又は

「意向や希望を明確にする」がある。児童福祉分野では、子どもの状況や問題などを把

握・分析し、どのような支援が必要なのかを明確にすること。

○アタッチメント

愛着。乳幼児と特定の養育者との間に作られる、基本的な信頼関係及び情緒的な結び

つき。

〇アドボケイト

権利表明が困難な子どもや寝たきりの高齢者、障害者など、人がもつ権利をさまざま

な理由で行使できない状況にある人に代わり、その権利を代弁・擁護する人のことをア

ドボケイト（advocate）と呼ぶ。子どもの代弁者は子どもアドボケイトという。

〇一時保護

児童福祉法第33条の規定により、児童の安全を確保し適切な保護を図るため、もしく

は児童の心身の状況、置かれている環境などを把握するために行われる、児童相談所の

判断で子どもを一時的に保護者から引き離す措置のこと。

〇一時保護委託

必要に応じて民間の機関などに一時保護を委託すること。

〇一時保護ガイドライン

一時保護に関して指摘されている問題解決に向け、自治体や関係者が進むべき方針を

共有し、一時保護を適切に行い、実行ある見直しを進めることを目的として示された国

の指針をいう。

〇一時保護施設

児童相談所に附置し、保護を必要とする子どもや家庭で過ごすことが難しい子どもを

一時的に預かる場所。

〇一時保護専用施設
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児童養護施設等において、一時保護された児童の受入れを専門に行うユニット（小規

模な生活単位の居室）をいう。

〇OJT

On the Job Training（オンザジョブトレーンイング）の略。職場の上司や先輩が、部

下や後輩に対して、実際の仕事を通じて指導し、知識、技術などを身に付けさせる教育

方法。

【カ行】

〇家庭養育優先原則

児童が家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援したうえで、家庭における

養育が適当でない場合、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続

的に養育されるよう、必要な措置を講じること。

○子育て世代包括支援センター

妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供する

ワンストップ拠点。

〇子育て短期支援事業

家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設

等において一定期間、養育・保護を行う事業。短期入所生活援助（ショートステイ）事

業のほか、平日の夜間や休日など部分的に養育が困難となった場合の夜間養護等（トワ

イライトステイ）事業がある。

○子ども家庭総合支援拠点

18 歳未満の子どもとその家庭（妊産婦も含む）を対象に、子育ての悩みや困りごと、児

童虐待について、専門の相談員が相談・対応する機関。

〇こども家庭センター

母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、全ての妊産婦、子育て

世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行うとともに、新た

に、支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、民間団体と連携しながら

支援体制を強化するための地域資源の開拓などを担う市町の機関をいう。

○子ども・子育て支援事業計画  

子ども・子育て支援法第６１条の規定により、市町が定めることが義務付けられた計画。

市町は、この計画に基づき、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援等を実施するこ

ととされている。
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〇子どもの権利ノート

プライバシーの尊重や意見表明、困ったときの相談先など、施設で生活するうえで保障

されている権利についてまとめた冊子。子どもが自分の権利について知ることができるよ

う、施設入所時に子どもに手渡す。（2008 年度に改訂）

【サ行】

○里親

何らかの事情で、保護者と一緒に生活することができない子どもを家族の一員として迎

え入れ、保護者に代わり温かい愛情と家庭的な雰囲気で養育することを希望する者で、都

道府県が適当と認めるもの。

保護者の病気や離婚、虐待など様々な事情により、家庭で生活できない子どもたちを自

分の家庭に迎え入れ、必要な期間、温かい家庭的な雰囲気の中でその子どもたちを養育す

る制度。

〇里親会

里親制度に関する調査研究や里親希望者の開拓、里親及び里親に委託されている子ども

の相談指導などを行い、里親制度の普及発展に寄与することを目指し活動する組織（全国

里親会と地域ごとにある里親会がある）。

〇里親支援専門相談員

児童養護施設と乳児院に配置される職員。児童相談所の里親担当職員やフォスタリング

機関などと連携して所属施設の入所児童の里親委託を推進する。また、里親の新規開拓や

里親向け研修、アフターケアとしての相談対応等を行う。

○児童家庭支援センター

地域の児童の福祉に関する諸問題について、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民等

の相談に応じ必要な助言や指導を行うとともに、市町の後方支援、里親への支援等を行う

機関。

子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識や技術を必要とする相談に

応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を

行うほか、保護者等に対する指導を行うなど地域の子どもや家庭の福祉の向上のため活動

する機関。

〇児童虐待

保護者（親権者）が子どもに対して行う行為（身体的虐待（殴る、蹴る等）、ネグレクト

（養育怠慢）、心理的虐待（暴言、怒鳴る、子どもの目の前で喧嘩をする等）、性的虐待（性
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的なことをする、させる、見せる等））。

〇児童虐待相談対応件数

１年間（４月～翌年３月）で児童相談所が受理した相談のうち、虐待として対応した件

数

〇児童相談所

児童福祉法に定められた相談機関であり、一義的な相談窓口である市町の後方支援機関

として、児童についての相談のうち、専門性を要する事例や児童虐待など難しい事例に対

応する行政機関。

○児童養護施設

保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、

これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。

〇社会的養護

保護者のない子どもや、保護者に監護させることが適当でない子どもを、公的責任で社

会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことで、

「子どもの最善の利益のために」という考え方と「社会全体で子どもを育む」という考え

方を理念とし、保護者の適切な養育を受けられない子どもが心身ともに健康に育つ基本的

な権利を保障するものである。

○小規模グループケア

児童養護施設等において、小規模なグループ（6人程度）で、できる限り家庭的な環境

の中で、職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアを行うこと。

〇ショートステイ（短期入所生活援助事業）

保護者の疾病等の事由により、子どもの養育が一時的に困難となった場合や子ども自身

が一時的に保護者と離れることを希望する場合に、一定期間、児童養護施設等において子

ども（及び保護者）を預かる事業。

○自立援助ホーム

中学を卒業後、就職することにより児童養護施設等を退所した児童に、生活指導等を行

うことで社会的に自立するよう援助する施設。

〇措置（児童相談所が行う児童福祉施設等への入所）

相談や通告のあった児童の最善の利益を確保するため、家庭分離が必要と認められる際



61

に、児童福祉法第 27 条第１項第３号に基づき、里親や児童養護施設等に入所させる措置

のこと。

【タ行】

〇多機能化

児童養護施設や乳児院が本来の児童養護の入所施設の外に、一時保護専用施設の設置運

営、フォスタリング事業の実施、児童家庭支援センターの設置運営等を行うこと。

〇代替養育

社会的養育は、保護者と分離している場合と分離していない場合の両方を含むが、分離

している場合に、その児童が新しく養育を受ける環境を代替養育という。主な代替養育の

場として、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設がある。

○地域小規模児童養護施設

児童養護施設において、小規模なグループ（６人程度）で、地域社会の民間住宅等を活

用して近隣地域住民との適切な関係を保持しつつ、家庭的な環境の中でケアを行うこと。

○ＤＶ

ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者か

ら振るわれる暴力や心身に有害な影響を及ぼす言動。

〇特定妊婦

予期しない妊娠や貧困などで子どもを育てることが難しく、出産後の養育について、出

産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

○トラウマ

心的外傷。心理的に大きな打撃を与え、その影響が長く残るような体験。

【ナ行】

〇長崎県社会的養育推進計画

2020 年３月に策定された社会的養育を推進するための計画（2020 年度から 2029 年度ま

での 10 年間）のうち、前半（2020 年度から 2024 年度まで）の５年間の計画のこと。今回

策定した計画は、国の策定要領に基づき、後半（2025 年度から 2029 年度まで）の計画を

新しい計画として見直している。

〇長崎県家庭的養護推進計画

原則として家庭養護（里親、ファミリーホーム）を優先し、施設養護もできる限り家庭
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的な養育環境の形態に変えていく等の方針に基づいて、2015年３月に策定した県の計画。

○乳児院

乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行

うことを目的とする施設。

【ハ行】

○パーマネンシー保障

永続的な家族関係をベースにした家庭という育ちの場の保障のこと。

○ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養

育に関し相当の経験を有する者等の住居において養育を行う事業。

○フォスタリング

里親養育包括支援。具体的には、里親・ファミリーホームのリクルート及びアセスメン

ト、研修、マッチング、里親養育への支援。

〇フォスタリング機関（事業）

里親の普及啓発及び状況把握、里親登録前から委託後の里親研修、子どもと里親家庭と

の調整、子どもの委託中の里親養育への支援、里親委託措置解除後における支援に至るま

で、一貫した支援を行う機関（事業）

○分園型小規模グループケア

小規模グループケアで、職員間の連携がとれる範囲で、本体施設から離れた地域の民間

住宅等を活用して行うケア。

○ペアレント・トレーニング

発達が気になる子どもを持つ親が、子どもの行動を理解したり、特性をふまえた関わり

方を学ぶための技法。

〇保護者支援プログラム

児童虐待の発生予防や虐待が発生した家庭の再発防止、家族関係の再構築の支援のため

に用いられるメニューの一つ。

【マ行】

〇民間あっせん機関
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養子縁組のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するも

の、また養親希望者や児童等を支援するため、これらの者に対し、専門的な知識及び技術

に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う

機関

【ヤ行】

〇養子縁組

養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度のこと。養子縁組には、①縁組後

も実親子関係が存続する「普通養子縁組」と②縁組により実親子関係が終了する「特別養

子縁組」の２つがある。

〇養育支援訪問

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその居

宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う。

〇要保護児童

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。

〇要保護児童対策地域協議会

保護・支援の必要な児童の早期発見や適切な保護・支援を行うため、関係者間で情報の

交換と支援の協議を行う機関。

【ラ行】

○レスパイトケア

里親の一時的な休息のための公的な援助で、里親が、里子を乳児院、児童養護施設や他

の里親の元に一時的に預けられる制度。
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「第２期 長崎県社会的養育推進計画」策定委員会設置要領

（目的）

第１条 「都道府県社会的養育推進計画」が令和４年改正児童福祉法に基づ

き、見直されることに伴い、令和２年３月に策定した「長崎県社会的養育推進

計画」を見直すこととし、里親・ファミリーホーム、施設、学識経験者、市町

児童福祉主管課及び関係職員からなる策定委員会を設置する。

（構成等）

第２条 委員会のメンバーは、社会的養育の推進に向けた取り組みに関わりの

ある次の機関のメンバーから構成する。

（1） 長崎県児童養護施設協議会から推薦された者 ２名

（2） 長崎県里親会から推薦された者 ２名

（3） 長崎県ファミリーホーム連絡協議会から推薦された者 １名

（4） 長崎県市町児童福祉主管課 課長 ３名

（5） 長崎こども・女性・障害者支援センターから選任された者 ２名

（6） 佐世保こども・女性・障害者支援センターから選任された者 ２名

（7） 社会的養育の推進に向けた取り組みに関わりのある学識者 ２名

（8） こども家庭課職員

（9） 障害福祉課職員

（10） 委員会は、こども家庭課長が、必要があると認めるときは、上記以外

の関係者の参加を求めることができる。

（協議事項）

第３条 委員会では、本県が「第2期 長崎県社会的養育推進計画」を策定す

ることに資するため、次の事項について、協議する。

（1） 長崎県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像

（2） 当事者である子どもの権利擁護の取組

（3） 市町の子ども家庭支援体制の構築等に向けた都道府県の取組

（4） 支援を必要とする妊産婦等への支援に向けた取組

（5） 各年度における代替養育を必要とするこどもの数の見込み

（6） 一時保護改革に向けた取組

（7） パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支援体制
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の構築に向けた取組

（8） 里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組

（9） 施設の小規模化・地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向

けた取組

（10） 社会的養護自立支援の推進に向けた取組

（11） 児童相談所の強化に向けた取組

（12） 障害児入所施設における支援

（13） その他必要な事項に関すること

（会議）

第４条 会議は、こども家庭課長が必要に応じて招集し、会議の進行は、こど

も家庭課こども支援班が行う。また、会議に参加できない構成員に対しては、

郵送又は電子メールにより資料提供を行い、意見の集約を行う。

（庶務）

第５条 委員会の庶務は、こども家庭課において処理する。

（構成員に対する報償費・旅費の支払）

第６条 県職員以外の構成員に対しては、旅費と報償費を支払う。

（その他）

第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、こ

ども家庭課長が定める。

附 則

この要領は、令和６年６月20日から施行する。
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「長崎県社会的養育推進計画」策定委員会名簿           

（敬省略、順不同）           

氏名 所属

峯 真保史 長崎県児童養護施設協議会会長（児童養護施設「若竹の家」施設長）

吉田 慎一 長崎県児童養護施設協議会（乳児院「光と緑の園乳児院」院長）

阿部 千賀子 長崎県里親会会長

髙比良 亮 長崎県里親会副会長

山﨑 浩 長崎県ファミリーホーム連絡協議会（山﨑ホーム）

安部 計彦 日本児童相談業務評価機関 代表理事

柿田 多佳子 長崎純心大学非常勤講師

上川 さとし 社会的養護経験者

西山 晏 社会的養護経験者（児童養護施設マリア園 職員）

高橋 秀子 長崎市子育てサポート課長

石丸 博子 大村市こども家庭課長

村井 和彦 新上五島町福祉課長

加来 洋一 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター所長

渡邊 信吾 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター相談支援課長

田川 雅章 長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター所長

吉田 志保 長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センターこども・女性支援課長

里 隆介 長崎県福祉保健部障害福祉課長

川村 喜実 長崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課長


